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平成30年度第１回 地方独立行政法人長野県立病院機構評価委員会 会議録 

 

１ 日 時 平成30年７月17日（火） 午前10時25分から午後４時25分まで 

 

２ 場 所 県庁３階 特別会議室 

 

３ 出席者 

○ 委   員 鮎澤 英之 委員、小口 壽夫 委員、小宮山 淳 委員、関 利恵子 委員、 

浜田 淳 委員、宮坂 佐和子 委員、山上 哲生 委員 

○ 事 務 局  山本 英紀 健康福祉部長、滝沢 弘 健康福祉政策課長、 

瀬戸 斉彦 課長補佐兼県立病院・医療福祉係長 

○ 病院機構 久保 惠嗣 理事長、北原 政彦 副理事長、原田 順和 理事、 

村山 隆一 本部事務局長、小山 勤 本部事務局次長、 

中条 善則 本部事務局次長 

○ 信州医療センター 寺田 克 院長、白鳥 博昭 事務部長 

○ こころの医療センター駒ヶ根 埴原 秋児 院長、森腰 孝之 事務部長 

○ 阿南病院 田中 雅人 院長、清水 和文 事務部長 

○ 木曽病院 井上 敦 院長、駒形 弘之 事務部長 

○ こども病院 中村 友彦 院長、島田 伸之 事務部長 

○ 信州木曽看護専門学校 清水 幾代 副学校長、秋山 篤 事務長 

 

４ 会議録 

 

（滝沢健康福祉政策課長） 

皆さん、おはようございます。予定の時間より若干早いですが、皆様お集まりですので、

ただいまから平成30年度第１回地方独立行政法人長野県立病院機構、評価委員会を開会い

たします。 

私、本日の進行を務めさせていただきます、健康福祉部健康福祉政策課長の滝沢でござ

います。どうぞよろしくお願いいたします。本日、委員長が選出されるまでの間、会議の

進行を務めさせていただきます。 

はじめに、本委員会の委員の委嘱につきまして御報告を申し上げます。皆様のお手元に

お配りしました委員名簿のとおり、再任５名、新任２名、計７名の皆様に委員として御委

嘱を申し上げたところでございます。 

本日は委員全員、７名の皆様が出席をされておりますので、会議成立に必要な定足数に

達していることを御報告申し上げます。 

なお、本日の会議ですが、昼食を挟みまして、概ね午後４時30分の終了を予定しており

ますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、開会に当たりまして、山本健康福祉部長からごあいさつ申し上げます。 

 

（山本健康福祉部長） 

長野県の健康福祉部長の山本と申します。本日はお忙しい中、評価委員会に御出席をい

ただきまして、誠にありがとうございました。また、新たに委嘱申し上げた委員の皆様方

におかれましては、お引き受けいただきまして誠にありがとうございます。 

本日は昨年度の実績を評価していただきますが、私から２点、お願いというか御提案を

させていただければと思っております。 
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１点目は、昨年度の評価をしていただくことは重要であり、ぜひと思っておりますが、

３期に向けた御提案、御提言も併せていただけると非常にありがたいと思っております。

それは今、第２期の４年目を迎えておりますが、来年度が最終年度で、最終年度の途中で

３期の中期目標、中期計画を立てていきますので、我々はその準備に入らないといけない

と思っております。 

そういう意味で、今後、県立病院機構としてお取組いただく事項や運営のあり方につい

て、３期を見越した御提案、御提言をいただけると、大変、今後の取組の参考にさせてい

ただきたいと思っておりますので、ぜひそういう御意見も、昨年度の評価に併せて、今後

こうやっていったらいいのではないかということを御提案いただければと思っております。 

２点目は、評価に対し意見をしていただく方法であります。私も長野県でこの県立病院

機構の運営に４年間、携わらせていただいております。昨年度は経営上の赤字が出ている

けれども、これは、本当に運営費負担金が十分なのか、そうでないからこうなってしまっ

ているのではないかという御指摘もあったかと思います。これをどうやって評価をしてい

くのかが、本当に難しいと思っております。 

そこで、私なりに考えていることがありましたので御提案というか、参考にしていただ

ければと思っております。 

恐らく、県立病院機構の取組を見ていただくときに、まずしっかりとした医療なり保健

サービスや、その他事業をやっていただいているかという中身を見ていただくのが最初の

入口だろうと思っております。そこは政策医療をしっかりとやっていただいているかとい

う議論だと思っています。 

その次に、財政上の制約もありますので効率的にやっていただいているかどうかを見て、

要するに赤字か黒字か、幾ら赤字か黒字かの前に、中身をしっかりやっていただいている

かと、効率的にやっていただいているかを次に見ていただく必要があるのだと思っていま

す。何をもって効率的かというところが次、恐らく議論になると思っています。 

これは本日の参考資料も含めて、機構で出していただいていますけれども、幾つか指標

があると思っております。これは医業収入に対する人件費率であったり、患者数、病床利

用率であったり様々なもの、あと病棟ごとの看護配置や職員数、そういったものが、別に

これは診療報酬ぎりぎりがいいわけではなくて、こども病院のように重篤な患者を診てい

ただく場合には手厚い人員配置が必要な場合もあるのだろうと思っております。 

そこは、それが本当に効率的にというか、妥当な形で無駄のない配置や運営になってい

るかということを、やるべき政策医療をやっていただいているかを見ていただいた上で、

運営の効率化を先生方に御意見をいただいて、そこは効率的にお願いする部分も出てくる

のだろうと思っています。 

本日、提示させていただいている資料だけではそうした評価が難しいということもあろ

うかと思っています。その点につきましては、本日の会議の中、また次回の会議までにお

話をいただいて、我々ができる限りのものは準備をし、また、そこはそうはいっても数字

はすぐ変わらないものがあるので、先ほどの１点目と関係してきますが、３期に向けては

どういう形で取り組めばいいのかという御提言まで併せていただけると、我々、その次の

３期に向けた取組が非常に進めやすくなるので、本当に専門的で難しい面もあると思いま

すけれども、ぜひ先生方にはそうした知見で御意見を本日、またこの夏の評価委員会の間

でいただければと思っております。お力をいただければと思っております。よろしくお願

いいたします。 

 

（滝沢健康福祉政策課長） 

山本部長でございますが、本日所用のため、概ね午後２時ぐらいを目途に退席をさせて

いただきますけれども、あらかじめ御了承をお願いいたします。 
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それでは次に、本日は委嘱後、初めての委員会ということですので、委員の皆様から自

己紹介をいただきたいと思います。 

それでは、お配りしてあります委員名簿の順に、鮎澤委員さんから一言ずつお願いいた

します。 

 

（鮎澤委員） 

本年度より委員の委嘱を受けました、あがたグローバル税理士法人に所属しております、

公認会計士、公認不正検査士の鮎澤と申します。 

病院機構さんとは第７期目までの会計監査の補助という形で、各病院さんにお伺いさせ

ていただいておりましたので、会計という面では、実情はほかの委員さんより若干分かっ

ているかなというところはありますので、その辺で、また評価のほうに反映できるような

形で務めさせていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

（小口委員） 

おはようございます。私は諏訪赤十字病院の名誉院長の小口でございます。よろしくお

願いいたします。 

私は、県立病院の木曽、須坂の病院長を経て、諏訪赤十字病院院長を８年務め、定年で

辞めて６年目になります。現場からだいぶ離れてしまいましたが、県立病院機構の病院の

経営に少しでもお役に立てるよう努めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

 (小宮山委員長) 

小宮山でございます。継続委員の一人ということになりますが、よろしくお願いいたし

ます。 

もともとは小児科医ですが、現在は中等教育学校というところで教育に携わっておりま

す。よろしくお願いいたします。 

 

（関委員） 

信州大学経法学部の関利恵子と申します。この委員は継続委員ということで、また今年

度からもよろしくお願いいたします。 

専門は管理会計ということで、主に企業内部をどのように効率化させていくかというこ

とを研究しております。病院は非営利組織で、通常の営利型の組織とは違うのですけれど

も、適切なコメント等をしていくことができればと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 

（浜田委員） 

岡山大学医学部の浜田でございます。私も継続委員ということでございまして、大分以

前になりますが、信州大学にお世話になったこともございます。 

山本部長の御提案、大変難しい問題なということで思うのですけれども、微力を尽くし

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（宮坂委員） 

おはようございます。今年度から委員を務めさせていただきます、諏訪赤十字病院で副

院長兼看護部長をしております宮坂と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

私も施設の中では、日ごろ病院経営のことや看護師中心とした職員の人材育成、それか

ら労務管理等、日々、頭を悩ましておりますが、この機会を与えていただきましたので、

長野県の医療及び看護ということで、また一緒に考えてよりよい方向ということで、また
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いろいろな、私自身も学ばせていただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

 

（山上委員） 

私も今期で２期目になりますけれども、大日本法令印刷の山上と申します。よろしくお

願いいたします。 

医療分野の知識はほとんどなくて、先ほど小口先生から随分きついことを前回はおっし

ゃったというようなお話もありましたが、私も分からないながらで、結構いろいろなこと

を申し上げてしまったのかなと思っております。 

民間企業との違いはあっても、基本的な考え方、特に先ほど山本部長から効率化という

ようなお話もありましたけれども、効率化に向けての基本的な考え方というのは、原理原

則はそう変わらないのかなと、そのようなことも感じますので、改めて感じたこと等を申

し上げて、それが先につながればいいかなと思います。 

３期計画に向けてというお話がありましたけれども、やはりそこが一番重要なのだなと、

改めて認識をさせていただいたところでございます。 

できるだけお役に立ちたいと思っておりますけれども、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

（滝沢健康福祉政策課長） 

委員の皆様、ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。 

次に、事務局から自己紹介を申し上げます。 

 

（瀬戸係長） 

おはようございます。健康福祉政策課県立病院・医療福祉係長の瀬戸斉彦でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（滝沢健康福祉政策課長） 

続きまして、本日、県立病院機構から役職員の皆様に出席いただいておりますので、御

紹介をさせていただきたいと思います。 

久保惠嗣理事長です。北原政彦副理事長です。原田順和理事です。村山隆一事務局長で

す。小山勤事務局次長です。中条善則事務局次長です。 

 

（滝沢健康福祉政策課長） 

それでは、議事に入らせていただきます。 

初めに会議事項「１ 委員長の選出について」ですけれども、委員長につきましては、

地方独立行政法人長野県立機構評価委員会条例第６条第１項の規定により委員の互選によ

ることとなっております。 

いかようにしたらよろしいでしょうか、御発言をお願いいたします。 

 

（関委員） 

委員長は小宮山委員がよろしいかと思います。 

 

（滝沢健康福祉政策課長） 

ただいま小宮山委員という御発言がございました。小宮山委員にお願いするということ

でよろしいでしょうか。 
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（異議なしの声あり） 

 

はい、それでは皆様に御賛同いただきましたので、委員長は小宮山委員にお願いするこ

とに決定させていただきます。小宮山委員長には、お手数ですが、委員長席に御移動をお

願いいたします。 

それでは、小宮山委員長からごあいさつをお願いいたします。 

 

（小宮山委員長） 

小宮山でございますが、協力のほど、どうかよろしくお願いいたします。 

それでは、一言ごあいさつを申し上げます。４月28日ですね、28日に県から評価委員を

委嘱されまして、今回が最初の評価委員会ということになります。 

先ほど自己紹介の中でも出ておりましたけれども、昨年度からの継続委員５名に鮎澤委

員さん、それから宮坂委員さんに加わっていただきまして、気持ちも新たに取り組んでま

いりたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 

さて、今年度は県立病院機構の第２期中期計画の３年度目の評価に当たります、平成29

年度の取組について、県が行う評価に対しまして委員の皆様から御意見を伺うことになり

ます。本日は業務の実施状況につきまして、機構本部の皆様、それから各病院長さんから

御意見を伺いまして、議論を進めてまいりたいと思います。 

委員の皆様には県立病院の取組について忌憚のない御意見をいただき、本委員会として

の任を果たしてまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 

また、本日は長時間にわたる会議になりまして、機構本部の皆様方、それから午後から

は各病院長さんにも御協力をいただくということになりますが、どうかよろしくお願いい

たします。よろしくお願いします。 

 

（滝沢健康福祉政策課長） 

ありがとうございました。続きまして、評価委員会条例第６条第３項の規定により、小

宮山委員長に、委員長の職務を代理する委員の指名をお願いいたします。 

 

（小宮山委員長） 

はい、分かりました。それでは、委員長の職務を代理する委員には、小口委員にお願い

したいと思いますが、小口委員よろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。 

 

（滝沢健康福祉政策課長） 

ありがとうございました。それでは、ここからは評価委員会条例第６条第１項の規定に

従いまして、小宮山委員長に議長として会議の進行をお願いいたします。よろしくお願い

します 

 

（小宮山委員長） 

分かりました。それでは、ここからは私が議事を進行させていただきますので、皆様の

御協力をどうかよろしくお願いいたします。 

それでは会議議事に移りますが、「２ 平成30年度評価委員会のスケジュール」と、「３ 

平成29年度の年度評価の視点の伝達」について事務局から御説明をお願いいたします。 

 

＜事務局 資料１により説明＞ 

＜事務局 資料２により説明＞ 
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（小宮山委員長） 

ありがとうございました。それでは、ただいまの説明につきまして御質問、あるいは御

意見ありますでしょうか。特にございませんでしょうか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

はい。それでは、スケジュールにつきまししては、資料１のとおりに進めてまいりたい

と思います。 

それから平成29年度の年度評価につきましては、資料２のとおり行うことを、これは評

価者である知事から伝達されておりますので、そのようにしていただきたいということで、

よろしいですね。 

 

（異議なしの声あり） 

 

はい。ではよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 

（小宮山委員長） 

それでは、次に会議事項の「４ 役員報酬規定の一部改正について」でございます。 

病院機構におきましては、役員報酬等の支給基準などを変更したときには、知事に届け

出ることと規定されております。そして届出があったとき知事は評価委員会に通知をいた

しまして、評価委員会が知事に意見を申し出ることができると、このようになっておりま

す。御審議をお願いするものでございます。 

それでは、御説明をよろしくお願いいたします。 

 

＜事務局 資料３により説明＞ 

 

（小宮山委員長） 

はい、ありがとうございました。それでは、ただいまの御説明につきまして御意見、御

質問はございますか。 

特にございませんでしょうか。それでは地方独立行政法人長野県立病院機構役員報酬規

定の一部改正につきまして、御意見はなしということでよろしいですね。 

 

（異議なしの声あり） 

 

はい、ありがとうございました。 

それでは、次に、会議事項「５ 地方独立行政法人長野県立病院機構平成29年度業務実

績等報告及び決算について」でございます。 

この評価委員会では、今回御説明いただく業務の実績をもとに、知事が作成する評価の

素案や案に対し意見を行うことになります。これからお昼まで、病院機構の皆様から業務

実績等報告及び決算の状況について御説明をいただきます。 

委員の皆様からの御質問、御意見については病院へのヒアリングの後、まとめてお伺い

したいと思います。午後になります。全体の御意見をお伺いするのが済んでから御質問、

御意見等を伺うということでございます。よろしいですね。 

それでは、御説明をお願いいたします。 

 

（久保理事長） 
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では平成29年度の業務実績並びに決算につきまして、これから報告させていただきます

けれども、私から一言あいさつ申し上げます。 

評価委員の皆様方におかれましては、日ごろから当機構の運営に関しまして格段の御配

慮をいただき感謝申し上げます。着座にて説明させていただきます。 

病院等の業務につきましては、本日の午後に各病院、並びに看護専門学校から、特筆す

べき内容等につきまして御報告を申し上げます。 

今年度は第２期の中期計画のちょうど折り返しの非常に重要な年でございますが、昨年

度の決算につきましては、純損益で１億3,045万8,000円の赤字となりました。これは前年

度に比べて１億3,334万円ほど改善はしておりますが、残念ながら２年連続の赤字となって

しまいました。本当に責任を感じているところでございます。 

前年度に比べまして、医業収益に関しては１億413万3,000円の増加を得ました。また経

常費用においても3,401万円の減少ということで、各病院、それなりの努力をしていただい

ております。 

医業収益の増加した主な要因としては、こころの医療センター駒ヶ根で入院患者が増加

したこと、こども病院では入院の患者は減っておりますけれども、診療単価が増えたこと

などによります。一方、経常費用につきましては、高額薬剤の使用量の減少等でございま

すけれども、最終的には経常収益が経常費用を上回ることがなく、赤字決算になってしま

ったというところであります。 

昨年度の下半期から各病院に経営改善プログラムをお願いして、その着実な実行をお願

いしており、赤字幅が少しは減少したのかなと思っておりますが、引き続き、各病院に経

営改善プログラムの着実な実行をお願いしているところでございます。 

さて、医療を取り巻く環境は地域の人口減少、医師不足、超高齢化、疾病構造の変化な

ど大きな転換期にあります。これらに対して、当機構としても、将来の医療需要の変化に

適合した医療提供体制の構築に向けて中長期的な検討や、短期的には本年度、改定されま

した診療報酬に的確に対応したいと考えております。 

評価委員各位からは当機構の運営などにつきまして忌憚のない御意見、御所見をお願い

したく存じます。本日１日、よろしくお願いします。 

では、詳しくは村山事務局長から説明しますので、お願いします。 

 

（村山本部事務局長） 

事務局長の村山でございます。それでは、私から説明をさせていただきます。お手元に

あります平成29年度業務実績等報告書、Ａ４横のものをご覧いただきたいと思います。そ

れと、別冊で年度計画に対する小項目別の取組状況もついてございますが、こちらの別冊

は、午後、各病院から御説明するということになります。 

それでは、この業務実績報告書、１枚めくっていただきたいと思います。まず目次をご

覧いただきたいと思います。 

この実施報告書の構成ですが、最初に総合評定が記載してあります。次に、県から中期

目標として示されました３つの大項目と、それに関連する小項目の順で内容が記載してあ

ります。 

実際の自己評定の流れは、最初に小項目の評定をし、その評定をもとに大項目の評定を

し、最後に総合評定ということになりますけれども、記載の順番はこれと逆になっており

ますが、説明はこの報告書の記載の順でしていきたいと思います。 

１ページと振ってあります平成29年度業務実績等報告書をお願いします。 

１番の概況ですが、平成22年４月に機構が発足しまして、現在、平成27年度から平成31

年度までの第２期計画の期間中でございまして、「地域の明日を医療で支える」というキャ

ッチフレーズのもとに取組を推進しております。 
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平成29年度は、この第２期計画期間中の折り返しとなります中間年でございました。上

半期の厳しい経営状況を踏まえまして経営改善プログラムの作成、実行等によりまして、

経営改善に取組ました。また、併せて平成30年度の診療報酬改定への対応ですとか、信州

医療センターの新棟、東棟の開設、こども病院のＰＩＣＵ増床などの病院機能の強化など

に機構一丸となって取り組んだところであります。この結果、先ほど理事長の説明にもあ

りましたけれども、経常損益につきましては、医業収益が前年度と比較して増加をし、経

常費用も全年度を下回りましたが、全体としては１億2,300万円の損失となり、臨時損失を

あわせ、純損益１億3,000万円の損失という結果でございます。 

２ページ、３ページ目については病院、学校ごとの概要がありますが、これについては

それぞれから午後に説明がありますので、省略します。 

４ページをお願いします。まず第１の総合評定であります。３つの大項目の自己評定を

勘案して、総合評定はそこに記載のＢ評定、全体として概ね中期計画における職員の目標

を達成していると認められるといたしました。 

大項目別の評定は５ページの下のところに記載のとおり、Ｂ評定が２つ、それから財務

内容の関係につきましてはＣ評定といたしました。 

それから評定の理由ですが、この後、大項目ごとの説明をしていく中で内容が重複しま

すので、ここでは省略させていただきます。 

６ページになります。大項目１の県民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関

する事項の取組状況であります。 

中期計画では、医療機関としての機能向上に努めるとともに、県の医療施策として必要

な地域医療、高度医療、及び専門医療を提供するということにしてございまして、それに

向けて取組を行いました。評定についてはＢ評定、概ね順調ということで評価をいたしま

した。 

その理由ですけれども、地域医療の提供の関係では信州医療センター、阿南病院、木曽

病院におきましては地域の中核病院、へき地医療の拠点病院として訪問看護、訪問診療な

ど、在宅医療の充実などを行ってまいりました。それから併せて、信州医療センターの新

棟開設に伴う内視鏡センターの開設、阿南の認知症専門外来の開設に向けた検討、それか

ら木曽における地域包括ケア病棟の開設など、地域のニーズに応える医療の提供を行った

ところであります。 

また、高度専門医療の関係においては、信州での感染症センターの開設、駒ヶ根の精神

科研修研究センターの開設、またこども病院でのＰＩＣＵの増設、地域医療支援病院とし

ての承認を得るなどを行いました。また、研修センターでのシミュレーション研修の充実

とか、看護専門学校での卒業生全員の国家試験合格などを達成し、県内の医療人材の育成

にも成果を上げたという点を評価して、Ｂ評定といたしました。 

この大項目の評定のもとになります小項目別の点につきましては、一覧が下に記載して

ありますが、また小項目についてはこの後説明しますけれども、記載のとおりＡ評定が８、

Ｂ評定が23ということで、31の小項目別について評定をいたしました。 

９ページをお願いいたします。今、説明した大項目の関係で、医療提供にかかる課題と

改善方策であります。 

新たに検出した主な課題ということで、課題としては、木曽病院における医師不足によ

る患者減少に伴う収益の大幅な減少がみられます。改善方法として、常勤の循環器内科医

の不在に対しては、伊那中央病院から非常勤医師の派遣を週３回受け入れるとともに、平

成30年４月からは、機構本部の原田改革統括医療監による週２回の診察を開始して、医療

の提供体制を拡充しました。また引き続き、非常勤医師の確保にも努めてまいります。 

患者の減少に対しましては、今年３月に開設をしました地域包括ケア病棟の適切な運営

や介護医療院等の検討などを進めてまいります。また、木曽郡南部地域における医療需要
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の開拓などを行い、新規患者数の増に努めてまいりたいと考えております。 

続きまして、次に昨年度の評価委員会で取り上げられました、課題に対する機構として

の改善方策の実施状況についての記載がございますが、１番目の大項目に関しましては、

それぞれ病院等の取組になりますので、これについては午後に病院から説明があります。 

少し飛びますけれども、14ページをお願いいたします。中期目標期間における主要な経

年データです。最初に資料の訂正がございますので、お願いいたします。14ページの表の

右の肩に（単位：千円）とありますけれども、単位が千円ではなくて、「人」ということで、

すみませんが、患者数ですので、単位は「人」となっております。 

それから、その次のページの15ページに、在宅医療件数の表がありますけれども、病院

の並びは「信州、木曽、阿南」となっておりますが、正しくは「信州、阿南、木曽」の順

番に訂正をお願いします。データはこのままの順番で結構です。病院の名前だけ、木曽と

阿南を交換していただければと思います。 

戻りますが、患者数ですけれども、入院の患者数につきましては、信州と駒ヶ根で年度

計画を実績が上回りました。外来患者数ではこども病院が年度計画を上回っております。

27年、28年、29年と実績が計画を上回ることを示している、上向きの矢印の数が減ってい

るような状況が見受けられます。 

それでは１枚めくっていただきまして、小項目別の取組状況になります。小項目の評定

につきましては病院ごとに評定をしてございます。その内容は別冊になります。その病院

ごとの評定を踏まえて、機構としての評定を行ってここに記載をしております。小項目に

ついては項目数も多いので、標準のＢ評定以外をつけたものの中から、主なものについて

説明をさせていただきます。 

まず17ページの１－２－２へき地医療の提供ですが、阿南病院、木曽病院ではへき地の

巡回医療を定期的に実施し、特に阿南病院においてはモバイル端末を活用する、また、福

祉施設等へリハビリの指導のために医療技術職を派遣、そこに記載の207回派遣をいたしま

した。こういったことを考慮して、評定についてはＡ評定といたしました。 

18ページになります。１－２－４地域包括ケアシステムにおける在宅医療の推進ですが、

木曽病院では、年度計画にはありませんでしたけれども、３月に地域包括ケア病棟を開設

いたしました。これにより患者の状態に応じて急性期、回復期、慢性期の医療を提供でき

る体制を整えることができ、在宅の復帰を支援しているところであります。こういったこ

とを考慮しまして、評定はＡ評定といたしました。 

続いて19ページをお願いします。１－２－７高度小児医療、周産期医療の提供です。こ

ども病院では地域病院で受け入れ困難な患者が集中し、病床数が不足する状況にあったこ

とから、ＰＩＣＵを４床増床し、12床での運用を開始しました。また、先天性心疾患を持

つ成人患者に対する利便性を確保するために、信大病院と共同で成人移行外来の運営をし

ているところでございます。こうしたことを考慮し、評定はＡ評定といたしました。 

20ページの下の１－２－９災害医療などの提供の取組状況です。こころの医療センター

駒ヶ根では、長野県唯一となるＤＰＡＴの先遣隊を組織できる病院として厚生労働省に登

録を行いました。県の地域防災計画に基づく県立病院の役割を果たすべく体制の整備を図

りました。以上のことから、評定はＡ評定といたしました。 

少し飛びますが、26ページをお願いいたします。26ページの１－２－20信州木曽看護専

門学校の運営の取組状況です。 

学校では、平成29年度に第２期生の卒業生、全21名が国家試験に合格することができま

した。また看護師不足が顕著な木曽、伊那、飯伊地域へ29年度は10名が就職をしました。 

また、県立病院機構ではこのうち６名、木曽病院に４人、阿南、こどもに各１人ずつ就

職することになり、地域医療に貢献できる人材を輩出することができたということを考慮

して、Ａ評定といたしました。 
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それでは、少し飛びまして32ページをお願いしたいと思います。大項目２つ目の業務運

営の改善及び効率化に関する事項の取組状況です。 

中期計画では、医療機関に適した組織運営体制、経営体制を引き続き強化するというこ

とで計画しております。評定につきましては、概ね順調ということでＢ評定といたしまし

た。 

経営改善の取組としましては、厳しい経営状況を受けまして、特に平成29年度の上半期

での経営状況が、９月末時点で経常損益がマイナス２億3,000万円となり、このままの推移

でいきますと、年度末で５億円を超える赤字が見込まれたこと、それから併せて、昨年度

の評価委員会の御指摘を受けまして経営改善プログラムを策定し、29年度の下半期から31

年度までに短期的かつ集中的に取り組む改善プログラムの実行をいたしました。 

その結果、当初１億3,700万円の改善予定でしたが、結果といたしましては２億1,900万

円という実績が上がり、計画を8,200万円上回る改善が図られたところであります。 

また、各病院を主体としました「魅力再発見・組織発展プロジェクト」で各病院が取り

組んだことによりまして、経営意識の醸成も図ったところであります。さらにそれぞれの

病院ごとには、駒ヶ根における病床稼働率80％達成を目指す、チャレンジ80の取組ですと

か、こども病院におけるクラウドファウンディングを活用したドクターカーの更新など、

さまざまな角度から業務運営の改善、効率化を実践したところであります。これらの点を

評価しましてＢ評定といたしました。 

小項目の評価状況につきましては記載のとおりで、Ａ評定が２、Ｂ評定が６となってお

ります。 

１枚めくっていただきまして、35ページをご覧いただきたいと思います。昨年度の評価

委員会で取り上げられた課題についてです。 

評価委員会からは、医療組織にふさわしい人事評価制度の構築ですとか、効果的かつ適

正な職員配置を行い、給与費比率の低減に取り組むように提案があったところでありまし

て、機構の取組として、一番下にあります本部人事課のところをご覧いただきたいと思い

ます。 

人事評価制度につきましては検討を現在も継続しているところでありますが、現時点で

は、まだ目に見える形での具体化には至っておりません。職員配置に関しましては、非正

規職員も含めて必要な見直しや重点配置を行いました。特に事務職につきましては、この

４月からの改正労働契約法の関係で、契約期間５年を超える有期雇用職員の無期雇用義務

が生じたことから、非正規職員に準じた無期雇用の専門スタッフ制度を新設し、この４月

から18人を専門スタッフとして雇用したところであります。また、常勤職員数は全体で今

年度の４月１日現在で、昨年度比マイナス32名の1,423人となっています。 

36ページになります。最初の課題ですが、診療報酬等の改定動向に一層の注意を払い、

速やかに実行できる体制、また診療報酬等の増減があっても、経営が大きく左右されない

ような取組を求められております。 

一番下の本部経営管理課をお願いします。診療報酬の改定の動向につきましては、早い

段階から担当者会議を開催し、診療報酬改定の情報を機構全体で、５病院を含めまして共

有するとともに、各病院における早い段階からの取組を検討したところであります。 

それからその下の課題ですが、厚生労働省で現在検討が進められております医師の働き

方改革の動向を注視しながら、必要に応じて人事給与制度の見直しを行うなど、柔軟な対

応をしていただきたいということに対しまして、本部人事課のところで、医師の働き方改

革につきましては、昨年の12月に病院の医師会などと会議を開催しまして、医師の勤務の

現状である働き方改革について議論を始めております。 

それから、今後、厚生労働省の動きを注視しつつも、超過勤務の縮減や医師事務作業補

助者の活用、他職種へのタスク・シフティングなど、実行可能なものから取り組んでいき
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たいと、また医師にとって働きがいと魅力のある給与制度のあり方についても検討を進め

ていきたいと考えております。また、そのほか、医師の長時間勤務是正のために、こども

病院では患者への病状説明を勤務時間内とするなどの対応も行っているところであります。 

39ページをお願いいたします。中期目標期間における主要な経年データになりますが、

40ページのデータ、病床利用率のデータをご覧いただきたいと思います。平成29年度の実

績はご覧のとおりで全て下向きの矢印となっておりまして、５病院とも年度計画を上回る

ことができなかったという状況にあります。 

病院によって、その原因は異なるものと考えられますけれども、患者数の減ですとか、

平均在院日数の短縮などが影響しているものと考えられます。 

42ページの小項目の関係になります。病院経営に一体的に取り組むための職員意識の向

上の関係ですが。大項目のところで御説明したとおり、各病院を主体とする魅力再発見・

組織発展プロジェクトの取組、職員の経営意識の醸成が図られたということで、評価につ

きましてはＡ評価とさせていただいております。 

それから43ページの２－２－６収益の確保と費用の抑制の取組の状況ですが、何度か説

明をしております経営改善プログラムの関係がありますので、各病院が主体的に取り組ん

でいただいた結果、当初の計画値を上回る改善が図られたということで、Ａ評定とさせて

いただいております。 

続いて45ページをご覧いただきたいと思います。第３の大項目、財務内容の改善に関す

る事項であります。 

中期目標では、県から中期目標期間の累計で、経常収支比率100％以上を維持することと

いう経常黒字の維持と、中期目標期間内の資金収支を均衡させることという資金収支の均

衡の目標が提示をされており、中期計画にも反映をしてございます。評定はＣ評定、中期

計画の達成のためには改善を要するという評価を出しました。 

その理由ですけれども、平成28年度の診療報酬改定によりまして、入院基本料７対１の

施設基準が厳格化されたことに伴い、信州医療センターでは一部の病棟を10対１に転換せ

ざるを得ず、大幅な減収となっております。また木曽病院では常勤医の不足等によりまし

て、収益が大幅に落ち込んでおります。 

加えて、機構全体では年金の一元化の影響を受けまして、人件費が大幅に増加をしてお

ります。年金の一元化による単年度の影響額は約１億6,000万円となっております。これら

は中期計画策定時には想定をし得なかった外部要因による運営状況の悪化があり、29年度

の下半期から経営改善プログラムによる収益確保、経費削減に取り組むほか、医師の確保

に努めた結果、経営状況に改善の傾向は見られておりますが、全体としては赤字決算にな

っております。 

中期目標、中期計画の目標であります経常収支比率100％以上の維持、及び資金収支均衡

の達成に向けましては、実績が目標を大幅に下回る厳しい財務状況となっており、今後も

一層、経営改善プログラムの着実な実施による収益確保、経費節減などに努めるとともに、

医師の確保と働き方の改善、看護職、医療技術職・事務職員の適正な配置などへの取組強

化が必要となっております。以上のことから、評定についてはＣ評価としたところであり

ます。 

48ページの昨年度の評価委員会での課題のところで、職員の病院経営の参画意識の醸成、

自発的な経営改善や業務の効率化の取組の推進の関係につきましては、49ページのところ

にあります本部人事課の欄になりますけれども、平成28年度から平成29年度にかけまして、

病院単位で「魅力再発見・組織発展プロジェクト」を実施し、病院ごとに目指す将来像、

重点課題と対策についてレポートに取りまとめて院内で発表をし、職員の病院経営への参

画意識の醸成を図りました。今後はプロジェクトのフォローですとか、そこで挙げられた

対策などを病院経営に反映していくことが重要と考えております。 
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その下の課題の病院ごとの改善計画を早急に策定し、取り組むことにつきましては、経

営改善プログラムを策定いたしまして実施をしているところであります。各病院の具体的

な取組状況については、そこに記載のとおりであります。 

続いて50ページをお願いいたします。主要な経年データの関係であります。 

経常収支比率については、記載のとおり、平成28年度、平成29年度と、２年続いて90％

台になりまして、100％を割り込む状況になります。経常収支につきましては、それぞれ記

載のとおりであります。また、資金収支につきましても、平成29年度は実績でマイナスの

３億4,600万円となっておりまして、いずれにしても中期計画では大幅な乖離が見られてお

ります。平成27年度から平成29年度までの累計では、実績と計画の差額は10億円ぐらい開

きが出ているような状況であります。 

それから、最後に52ページをお願いします。今、経年データのところで説明したような

状況にありますので、それぞれ小項目ごとの経常黒字の維持、資金収支の均衡の関係につ

きましては、Ｃ評価とさせていただいております。 

それから、このページで訂正をお願いする箇所が幾つかございます。３－２－１の小項

目の取組状況のところで※で（46頁）となっておりますけれども、（50頁）に訂正をお願い

します。それからその下の３－２－２の小項目についても、（47頁）は（51頁）に訂正をお

願いします。 

それから、評定に至った理由の欄で、資金収支は平成27年度から平成29年度までの３年

間の累積で、▲679千円、単位が千円となっていますが、正しくは百万円が正しいので、▲

679百万円ということになります。 

それから、その他の大項目で、短期借入金の限度額以下につきましては別冊に記載をし

てございますが、短期借入金の限度額につきましては、限度額20億円ということで賞与の

支給とか、資金繰りのために設定をしておりますが、実績はございません。 

そのほか、５－１の財産の譲渡、担保の関係ですけれども、この実績はありません。６

－１の剰余金の使途の関係についても実績がございません。 

最後の７－１、施設及び設備の整備に関する計画の実績ですが、施設整備、医療機器の

整備で、長野県からの長期借入金につきまして、年度計画、15億1,200万円を予定しており

ましたが、実績は12億5,000万円というような実績になっております。実績報告書の説明は

以上になります。 

引き続き、資料５をご覧いただきたいと思います。平成29年度決算の概要であります。 

今の業務実績報告とも重なる部分、理事長のあいさつと重なる部分がありますが、決算

の概要について説明をいたします。 

まず１ページ目ですが、患者数ですけれども、入院患者数はそこに記載のとおりで

249,317人、前年度比1.1％の増、信州と駒ヶ根と阿南で前年度比プラスとなっております。 

外来の患者数につきましては、403,044人で0.3％の減、信州とこどもにつきましては、

対前年比100％超となっております。 

その結果、経常損益は232億79万1,000円ということで、対前年度比で0.5％の増、経常費

用は233億2,429万2,000円ということで、対前年度比0.1％の減となりました。 

経常収益から経常費用を差し引いた経常損益は、１億2,350万1,000円の損失、臨時損失

をあわせた純損失については１億3,045万8,000円の損失ということで、対前年度比では１

億3,334万円の改善となっております。それから、資産総額から負債総額を差し引いた純資

産は、マイナスの2,391万円ということで、機構発足後、初めて債務超過となりました。 

１枚めくっていただきまして、病院別の損益状況と主な取組状況につきましては、午後、

病院側から説明がありますので、ここでは病院につきましては省略をさせていただきます。 

真ん中より下の共通の取組ですけれども、機構の経営改革を着実に実行するために、前

こども病院長であります原田理事を本部の改革統括医療監に任命しまして、経営改革の体
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制を強化いたしました。また、経営改善プログラムの着実な実行により、2,200万円以上の

利益を確保していきたいということで取り組んでおります。 

また、併せて看護・医療技術職員数の適正化及び必要な医師の確保にも取り組んでいき

たいと思いますし、第３期の中期計画を念頭とした中長期ビジョンにつきましても今年度

策定していきたいということで、以上のような取組を、病院を中心に取り組んでいきます

が、本部もこれを主導しまして、各病院を支援していきたいと考えております。 

その後につきましては財務諸表等がついておりますので、またご覧をいただきたいと思

いますが、１枚めくっていただきまして貸借対照表がありますが、土地、建物、備品等の

有形固定資産、あるいは長期貸付金等の固定資産等もあわせまして固定資産で252億、それ

から現金、預金、未収金等の流動資産、81億円をあわせまして、資産合計は333億5,000万

円となっております。 

それから、右の２ページにまいりまして、負債は補助金によりまして取得した資産のう

ち、収益化していない資産、見返負債、あるいは長期借入金、退職給与引当金等の固定負

債で282億円、それから１年以内に返済する借入金、地方債の償還債務の関係、未払金等を

あわせまして51億円、合計で負債の合計は、333億7,600万円となっています。 

また、設立団体の設立団体出資金として３億円、それから昨年、前年度の繰越欠損金が 

２億1,900万円、それから当期の損失額ということで１億3,000万円ありまして、次期繰越

損失が３億4,900万円になります。併せて、純資産は、先ほども御説明しましたが、マイナ

スの2,390万円となります。 

それから、１枚めくっていただきまして、損益計算書ですけれども、医業収益、運営費

負担金、補助金収益等をあわせました営業収益は225億8,300万円となっております。 

営業費用の関係につきましては、営業費用の合計で223億1,200万円となっております。 

それから、運営費負担金の関係で、起債の償還金に充てる利息分等の営業外収益で６億

1,700万円、それから営業外費用、支払利息等の営業外費用で10億となりまして、経常損失

は、併せて１億2,350万円となります。それから、信州医療センターでの臨時の利益損失等

を差し引きしまして、当期純損失は１億3,045万円となっております。 

それから、１点、説明したいので10ページをお願いします。10ページは、注記事項です

けれども、注記事項の（３）ということで、減損の兆候が認められた固定資産に関する事

項ということで木曽病院ですけれども２年続けてマイナス、損益がマイナスということに

なりまして、木曽病院につきましては減損の兆候が認められたということになります。た

だし、これにつきましては、将来キャッシュフローの総額が帳簿価額を上回るということ、

そして、その将来キャッシュフローは一定の実現可能性があると判断されるということか

ら、会計監査人の監査の中で承認をいただいていますので、減損損失の認識には至らなか

ったとされております。 

その他、財務諸表の附属明細書等が添付してありますけれども、またお時間があればご

覧いただきたいと思います。 

それから最後に、お手元に配付をしました参考資料の６をお願いします。参考資料の６

で、ローマ数字の２番、平均年収等のデータの提示について鮎澤委員から質問をいただい

ておりますので、それについて御説明をいたします。参考資料６の15ページをお願いしま

す。 

鮎澤委員からは職種別の私立病院、公立病院、県立病院機構での平均年収、平均年齢、

年収の中央値のデータを示してほしいということで御質問がございました。 

鮎澤委員からの求めに合致するような統計資料はございませんけれども、委員の要求に

対して、参考となり得る調査が２つございますので、それとそれに対応した機構の数値を

示すことで御理解をいただければと思います。 

16ページをお願いいたします。まず１つ目ですけれども、まず１つ目の調査は、人事院
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が行っております職種別の民間企業実態調査であります。これは人事院勧告を行う上での

基礎資料として作成されているもので、直近の調査結果は平成29年４月支給給与のものが

ございます。 

これは民間における単月の、この場合は平成29年４月の平均給与が把握できるものです

が、ただし賞与のデータがなく、実績給を含めました平均年収ベースでの把握ができない

というデメリットがあります。また民間の内訳、設立主体別の内訳が分からないというよ

うなデメリットもございます。 

それから２つ目が厚生労働省の医療経済実態調査であります。これは診療報酬改定に必

要な基礎資料として用いるもので、２年に一度、実施をされているものであります。これ

につきましては設立主体、職種ごとの平均年齢が分からないというデメリットがございま

す。 

次の17ページをお願いします。以上のような調査に対する機構と調査報告の比較になり

ますが、最初に人事院の職種別民間給与実態調査結果との比較になります。 

平均年齢とあわせまして給与額を比較することが必要かなと考えております。また、下

の方に注釈があるとおり、決まって支給する給与の中には時間外勤務手当や通勤手当等が

含まれておりませんが、一方で扶養手当や住居手当のような生活的な手当は含まれており

ます。 

これをご覧いただきたいと思いますが、病院長で比較をしますと、給与の単純比較で、

月額で65万円余り機構の方が低いという状況があります。また副院長も同様に、月額で54

万円ほど機構の方が低いという状況がありまして、その他の医師も含めて見ますと、相対

的には機構の医師の支給額の方が低いという結果が出ています。 

それから医療技術職員につきましても、概ね平均年齢と併せて比較をしますと、同水準

かやや低いような状況になっております。 

それから栄養士に関しましては機構では採用しておりませんので、栄養士、管理栄養士

との違いがありますので、これにつきましては比較が困難かと思われます。 

続いて18ページをお願いします。厚生労働省の医療経済実態調査になります。設立主体

別、職種別に平均給与年額と賞与、その合計額を比較しております。主体別にありまして、

右側に全体と機構の金額が入っております。それから少し離れて機構と全体との差、機構

と公立病院との差を記載しております。また、19ページ以降に、グラフでも職種ごとにま

とめておりますので、またそちらのグラフは御参考にしていただければと思います。 

この18ページの表で見ていただきますと、病院長ですけれども、各職種の中で最も低い

数が出ております。これにつきましては人事院勧告の水準の方が高い、あるいは都道府県

によってその勧告の内容に差があるということで、長野県の場合、必ずしも高くないとい

うことがいえるのではないかと思います。 

それから、その下の医師ですけれども、機構の職員が最も高い額を示しておりますが、

要因の一つとしては時間外勤務手当が総額を押し上げているのではないかということが考

えられます。 

それから薬剤師、看護職員、医療技術職員につきましては、全体と比べると高いですが、

公立と比べると低いような状況があります。それから一番下の事務職員ですけれども、機

構の職員が国立病院に次いで高い給与の年額を示しております。この要因としましては、

機構が県からの派遣職員を一定数配置しているということが考えられると思います。 

県の派遣職員につきましては事務職員の２割弱を占めておりますが、県の派遣職員につ

いては、係長以上のポストの職員が多いということも関連をしているのではないかなと考

えております。鮎澤委員からの質問に関しては以上でございます。 

 

（小宮山委員長） 
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ありがとうございました。鮎澤委員さんいかがでしょう、これお答えになっていますで

しょうか。 

 

（鮎澤委員） 

皆さんお忙しい中、限られた時間の中で、有用なデータでお示しいただいたかと思って

おります。なかなか、直接データをとっておりましたので、ただ、何もないところでなか

なか難しいところですけれども、こういった比較のデータを出していただくと、より議論

がしやすいのかなと思いますので、非常にありがとうございました。 

 

（小宮山委員長） 

ありがとうございました。それでは午前の会議はこれで終了ということよろしいでしょ

うか。 

 

（再 開） 

 

（小宮山委員長） 

午前に引き続きまして、会議を再開いたします。よろしくお願いいたします。 

各病院の皆さん、それから看護専門学校の皆さんにはお忙しい中を御出席いただきまし

て、まことにありがとうございます。長い時間の会議となりますが、何卒、よろしくお願

いいたします。 

 

（小宮山委員長） 

それでは会議事項の「６ 病院長等からの意見聴取について」をお願いしたいと思いま

す。 

先ほど本部事務局から、業務実績報告をいただきましたが、これは病院機構全体の取組

を自己評価されたものでございます。 

次はこれをさらに掘り下げるために、各病院の昨年度の取組について、また昨年度の評

価委員会で取り上げました課題に対する取組について、各病院から御説明をいただいて、

評価委員と意見交換をしていただきたいと思います。 

早速ですが、では最初に、信州医療センターから御説明をお願いいたします。 

 

（寺田院長） 

それでは、信州医療センターの院長、寺田でございます。詳細につきましては事務部長

から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

（白鳥事務部長） 

信州医療センター事務部長の白鳥博昭と申します。それでは、最初から説明させていた

だきます。 

それでは最初に、業務実績報告書の資料４の２ページをご覧いただきたいと思います。

信州医療センターの状況でございますけれども、概要について説明させていただきます。 

当院の状況について、29年度の状況でございますけれども、いろいろそこに記載はござ

いますけれども、一つは高機能中核病院としての位置づけを明確にした新しい名称として、

信州医療センターという名前にしたということが１点ございます。それから２つ目、それ

は名前を変えたということは機能を強化したことでもありますので、新たに東棟を建設い

たしまして、がんの早期発見や、それから治療機能の充実であるとか予防医療、在宅医療

の支援等の強化を図ったというところがございます。 
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また３つ目といたしまして、当院は県内の感染症の拠点病院ということでございますの

で、その機能を生かして感染症センターを設置したということになってございます。それ

と４つ目ですが、開設３年目となります地域包括ケア病棟が順調に進んでおりますので、

それを中心とした須高地域の皆さんの、地域包括ケアシステムの中核的な役割を担ってき

たところでございます。病院の平成29年度の概要ということは、今、お話した４点がござ

いますので、御理解をいただきたいと思います。 

それからあわせまして、次に年度計画に対する小項目の取組状況ということで、Ａ評価

をつけたものについて若干御説明させていただきたいと思います。 

当院、Ａ評価をつけたものが３つございまして、少し資料ページが飛んでおりますので、

番号を申し上げますのでご覧をいただきたいと思いますけれども、最初に58ページの119

番をご覧いただきたいと思います。 

これについては地域の医療機関への支援ということでございますけれども、そのイの地

域の医療機関への支援の内容の出前講座の内容でございます。 

これにつきまして出前講座ですが、自己評価のところにもございますとおり、講座を78

回開催し、3,718人が受講したということで、前年度と比べると増加しているという状況が

ございます。それから家族介護教室を10回開催したというようなことで、Ａ評価をつけさ

せていただきました。 

それから２つ目のＡ評価といたしまして、90ページの205番をご覧いただきたいと思いま

す。これにつきましては、臨床研修医の受け入れと育成ということでございまして、年度

計画には臨床研修医の受け入れと育成ということで、様々なことが記載をしてございます。

１つは信州型総合医の養成プログラム、それは下の方にございますように信州型総合医は、

様々な医療ができる中核的な初期研修医を養成するということ、それから感染症の専門治

療機関としての研究を進めるというような点につきまして年度計画をつくりました。説明

欄でございますけれども、当院の場合は今まで研修医が、自治医科大学からの卒業生を受

け入れたということが基本でございまして、それ以外の大学から受け入れるということは

今までなかったのですけれども、28年度に１名、新たに応募がありました。そして29年度

については研修医が自治医科大学は１名ということでしたので、募集枠は３名を確保しな

ければいけない状況がございまして、自治医科大学以外の残り２名を確保するために、研

修医２名確保プロジェクトチームというものを作り、医師や看護師、それから事務系、医

療技術系の皆さんと一緒になって、どうやったら２名確保できるのかというようなことを

１年間検討いたしました結果、２名を確保することができたというようなことで、Ａ評価

をつけさせていただいてございます。 

あと、レジナビ等においても学生のブース、一昨日も東京都であったのですけれども、

信州医療センターという名前に変えたというようなこともございまして、たくさん集まる

という状況も見えてきたところでございます。 

それから３点目のＡでございますけれども、飛んで149ページの400番をご覧いただきた

いと思います。これについては職員から３件の応募があり、しっかりと行ったところであ

りますので、総合Ａということです。評価のところでございますけれども、病院力アップ

職員提案というのがございまして、３つの案件を提案させていただきました。医事課であ

るとかリハビリテーション科から提案をいただいたのですけれども、医事課の提案であっ

た医療費後払いサービスというものを導入いたしまして、入院の待ち時間をできるだけ減

らすような方策を提案いただいて、これが優秀賞になることができたということがござい

ます。これは会計の待ち時間の解消ということで導入しているのですけれども、まだ目標

に対して80名程度しか加入がないというようなことで、努力はしています。このようにい

ろいろな提案がしっかりできて、いろいろなことも考えられているということで提案させ

ていただいたという状況でございます。 
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それから別の資料でございますけれども、参考資料の６番、委員さんからの提案の内容

の項目でございます。当院の場合は、１ページからご覧をいただきたいと思いますけれど

も、幾つか項目がございますけれども、最初の項目、患者数減少傾向ですけれども、これ

については先ほど概要のところでも申し上げましたとおり、東棟を開設して努力をしてい

るという状況が記載してございますので、ご覧をいただきたいと思います。 

それから在宅医療につきまして、２番目の在宅医療につきましては訪問看護の365日の提

供であるとか、訪問リハビリテーション等々を実施しているということに加えまして、言

語聴覚療法による嚥下の食事形態を家族に指導する方策も併せてやってきたということで

ございます。 

それから３つ目の近隣総合病院との連携の部分、それから不採算部分を明確にしていた

だきたいというところでございますけれども。近隣の総合病院との連携については、先ほ

ど申し上げましたとおり地域包括ケア病棟がございますので、それを活用いたしまして、

様々な患者の入退院の連携を図っているところでございます。 

また、病院として収支の分析は行っていないのですけれども、毎月行われる運営会議に

おきまして、収益確保と費用の方策についてそれぞれの職員に説明をしている状況もござ

います。また一方、当院の場合、去年の決算状況を見ますと、非常に人件費が高かったと

いうこともございますので、人件費を減らすためのプロジェクトチームをつくりまして、

できるだけ費用を少なくするような採用方法の検討であるとか、それから退職した者に対

する補充を行わないというようなことをしながら、様々な検討をしたところでございます。 

それから分娩業務の再開について、でございますけれども、当院の場合は産科を閉鎖し

たり再開したりしているという状況でなかなか患者の定着はしていないのですけれども。

去年の６月から再開いたしまして、１年間で180件の目標であったのですけれども、123件

という結果でございました。まだまだ目標まで行っていないという状況でございます。そ

こで産科病棟の個室化を図るとか、アメニティの向上を図るとか、そんなようなことを今

現在、病棟の再編プロジェクトチームで検討をしているところでございます。 

また、産科医が少なくなってもお産ができるように、助産師が信州大学の養成講習に参

加いたしまして、できれば助産師による院内助産所ができるように努力をしていきたいと

思っているところでございます。 

特に産科については、今年、分娩数の目標が265件となっていますが、昨年の状況を見ま

すと、120件のうち約３割が里帰り出産ということでした。またこの地域には約400人の出

産数があるとのデータもありますので、できるだけ多くの方に当院に来ていただけるよう

に、アメニティが向上したというようなことを広報しながら、産科の出産数を増やしてい

きたいということを今、考えているところでございます。 

それから２ページの下の方でございますけれども、地域連携を図りながら病床利用率を

図るということで、連携室を強化するとか、あるいは院長による診療所の訪問活動を実施

し、67カ所というようなことを努力してやっております。また、中段の職員の意識改革で

あるとか、人件費も給与の比率低減のところについては、先ほど申し上げましたとおりで

ございます。ただ、このところで、どうしても育児短時間勤務の看護師が非常に多い状況

で30名くらいいるので、この職員の活用方法についても、現在、検討を進めているところ

でございます。 

それから診療報酬の改定については、当院の場合は28年度の改定で10対１と７対１の混

合病床を進めてきたところでございますけれども、30年度の診療報酬の改定によりまして

７対１は取れないと思われたので、10対１の急性期一般入院料の２の加算を取得し、ほと

んど７対１と診療報酬が変わらない状況ということになっておりますので、この辺を維持

しながら努力を引き続きしていきたいと思っているところでございます。 

それから３ページでございますけれども、少し２段目のところの説明を併せてしてしま
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いましたので、ご覧をいただきたいと思います。 

それから最後に、財務内容の改善に対する事項の、２つありますけれども１つは、やは

り当院の場合は医療材料費の関係の非常に率が高いということもございますので、現在、

全国自治体病院協議会が使っておりますベンチマークシステムを使いまして、それぞれの

病院のデータを入力して評価をしているのですけれども、診療材料が他の病院と比べると

高い状況ということで、現在、診療科のドクターと一緒になって業者とヒアリングを行っ

ているところでございます。 

それから病院経営についての職員の意識改革という、参画意識の改革ですけれども、こ

れについても毎月の運営会議であるとか全体朝礼などを毎月行っておりますけれども、そ

のところで院長から経営状況の説明であるとか病院の方向性や課題等を説明いたしまして、

今具体的に何をすればいいのかということを説明しながら対応をしておりますし、また当

院の場合、病床利用率での損益分岐点が86％であるという状況もございますので、この辺

についても周知をして、現在の％を掲示等しながら向上するよう努力を進めているところ

でございます。 

また、当然ですけれども、昨年策定いたしました経営改善プログラムを策定してござい

ますので、それを上回る収支が見込めるように現在努力をしているところでございますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

当院の内容は以上でございますので、よろしく御審議をお願いいたしたいと思います。 

 

（埴原院長） 

こころの医療センター駒ヶ根、院長の埴原と申します。よろしくお願いいたします。資

料４の２ページをご覧ください。 

当院は、県立の唯一の精神科の単科病院としての使命を担うべく、精神科救急の24時間

365日体制で、措置入院等を中心に救急患者の受け入れを行っております。 

入院医療につきましては昨年度以降、治療抵抗性や難治性の精神疾患の患者を中心に、

修正型電気痙攣病法やクロザピン治療など、精神科では専門医療に当たる治療を入院中に

多く展開してきております。 

外来においては地域ニーズや多様性に応えるべく、デイケアのプログラムの改変を進め

ておりまして、特に本年度、来年度にかけて復職支援ワークプログラムや、思春期デイケ

アの充実を図ろうという展開もしております。 

平成29年度の新しい実績といたしましては、精神科研修研究センターの設置とともに、

信州大学医学部と県内初の連携大学院協定を結ぶことができまして、当院でいわゆる後期

専門医になるのですけれども、専門医研修を行いながら同時に大学院教育を行うという認

可を受けまして、当院に在籍しながら精神科専門医、博士課程、その両方ともとれる体制

を整えております。平成29年度に１名の後期研修医を獲得することができております。 

それと精神科災害医療チーム、これは県の災害医療について設置されるものですけれど

も、昨年度、長野県が設置するということになりまして、当院が長野県ＤＰＡＴ先遣隊と

してで唯一登録を受けまして、災害時には当院から72時間以内に現場へ行く体制を整えて

おります。また、篤志により専用車両の導入をすることもできましたので、その準備も進

めているところです。また昨年度、今年度と長野県で被災した場合のＤＰＡＴの派遣を受

ける場合の調整の統括を私が務めることになっております。 

そのような形で、県内の精神科医療の中で新しい取組としてＤＰＡＴ、連携大学院を進

めてきたところであります。業務の詳細については事務部長の森腰より説明いたします。 

 

（森腰事務部長） 

それでは、私、事務部長の森腰ですが、年度計画に対する小項目別の取組状況、別冊の
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資料になりますが、こちらで御説明をいたします。 

当院、Ａ評価をいただいておりますのは５項目ございます。そのうち、かいつまんで２

項目を御説明いたします。 

まず№76、ページにしますと44ページになります。今、院長も御説明いたしましたが、

災害医療の提供についてでございます。業務の実績といたしましてＤＰＡＴの先遣隊研修

に３人を派遣いたしまして、厚生労働省のＤＰＡＴ先遣隊を組織できる病院として、９月

に登録をいたしました。それから院内の人材育成を行うために、ＤＰＡＴの運営チームを

３班設置いたしまして、２月から研修を実施しております。それから、ＤＰＡＴ車両は院

長が申しましたとおりです。 

それから長野県が主催する、災害時の精神医療体制整備検討委員会の委員長に当院院長

が任命をされまして、県全体の統括者として院長が当たることになっております。 

続きまして№177番、80ページになります。医療従事者の確保と育成の部分になります。

これも院長が御説明したとおりですが、連携大学院教育を開始して採用をしております。 

それから精神保健指定医の関係ですけれども、現在、特に13人の医師のうち指定医が８

人となりまして、措置入院や緊急措置、医療保護入院、こういったところの受入体制が整

いまして、長野県の精神科救急の最後の砦として、当院が対応することになっております。 

それから増築の予定をしておりましたが、資金的な問題、減価償却費等の問題もござい

ましてこれを中止いたしまして、第３期の中期計画に向けて検討していくということにさ

せていただきました。 

それから、これも人材育成ですが、日本精神神経学会の新専門医制度というのができて

おりますけれども、この制度の単独型の基幹研修施設の指定を受けております。Ａ評価の

項目について以上でございます。 

続きまして、委員の先生から取り上げられた課題への対応ということで、当院に関しま

しては４ページになります。まず１点目、県民に提供するサービスその業務の質の向上に

関する事項でございますが。最初の１項目、「患者数の減少傾向に対して、患者ニーズの把

握に努め」ということでございますけれども、児童・思春期に対するニーズは非常に高い

ものがございまして、こういったニーズに対応するためにデイケアのプログラムを、専門

のプログラムを提供するという方向で、８月にプロジェクトチームを設置いたしました。

それでプログラムの検討を開始しておりまして、本年度の秋には、新たな児童思春期のデ

イケアを開始したいと考えております。その前に、専門外来として児童思春期外来という

のを７月から開始をさせていただいています。 

それから下の欄に行っていただきまして、病院運営の改善及び効率化に関する事項です

が、ページをおめくりいただきまして、５ページですね。５ページの上から３段目ですね、

県内の精神科医療の中核を担いという部分でございますけれども、平均在院日数の短縮、

それから病床利用率ということで、新たな取組をということでございますが、病床稼働率

といたしまして80％を達成いたしました。これによりまして、延べ入院患者数が昨年度に

比べて1,400人ほど増加をしております。反面、平均在院日数は67.6日ということで短い日

数を維持できております。 

それから、退院後３カ月以内の再入院率の低下の取組ですけれども、この結果、入院、

一人当たりの診療単価というのが、昨年度に比べて、300円ばかりですけれども上昇をいた

しました。29年度が27,120円、28年度が26,810円ということで、再入院率を低下させます

と診療単価のアップにもなりますし、患者にとっても再入院の防止という意味で非常によ

くなっております。 

退院後、速やかに訪問看護を実施するといった、そういった取組を院内全体で対応して

きた結果と思っております。こころの医療センターは以上になります。 
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（田中院長） 

阿南病院長の田中雅人です。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、事務部長から詳細を説明させていただきます。 

 

（清水事務部長） 

事務部長の清水です。よろしくお願いします。 

まず資料４でございます。業務実績報告でございますが、２ページをご覧いただきたい

と思います。 

高齢化率が高いということは分かっていると思うのですが、その中でも県の派遣のドク

ターを増やしていただいたということ、それと、医療・保健・福祉の関係での連携により、

地域医療を推進したということでございます。 

それと町村との連携につきましては、中段に書いてございますけれども、健康管理事業

だとか在宅医療、それと認知症への支援、それと町村からの健診、小児の健診も受託をし

て、一緒に取り組んだということでございます。 

それと認知症の関係では、相談室におきまして認知症外来の開設に向けた取組というこ

とで、神経内科の医師を非常勤として雇い、認知症のある患者のコンサルトをしながら、

診療へもつなげたということでございます。 

地域包括ケアシステムのための情報の共有化ということで、阿南町医療介護連携支援シ

ステムというのが稼動しているところでございますが、まだ、下伊那南部地域全体には行

き渡りませんけれども、患者の件数も倍、登録者数も９割方、個人登録をされているとい

うようなことで活用されているということでございます。実績報告は以上でございます。 

年度計画に対する傷病別の取組の状況でございます。では、Ａ項目を中心に御説明をし

たいと思います。まず４ページをお開きください。 

５の項目でございます。初期医療及び二次医療サービスの提供を行っているところでご

ざいます。先ほど御説明しましたけれども、内科医も３人ほど増えたことで、本当に医療

体制が充実したということでございます。 

泌尿器科の医師も、もちろん高齢化地域で患者も多いというようなことで当然必要です

が、月２回の外来を４回にし、診療体制の充実ということで、Ａ評価にさせていただいた

ということでございます。 

続きまして６ページでございますが、８項目でございます。診療の状況が出てございま

すけれども、その中でも常勤化の中で、内科の医師が増えたということで、内科を選んだ

医師が今年度外科を担当されているので、外科の常勤化がされたというようなことで診療

もできているということ。それとあと眼科では、ＯＣＴの機械を導入しまして、いろいろ

な検査等で、早期に発見し治療につなげたというようなこと、実績はその表にも出てござ

います、大幅に増えているということです。 

それと、あと６ページの中段にもございますけれども、へき地の医療研修センターとい

うことで、先ほど信州医療センターで信州型総合医の育成というのもございましたけれど

も、信州医療センターからの研修医を当病院で受け入れて、初めて信州型総合医の研修を

したということでＡ評価にさせていただいているところでございます。 

続きまして、11ページをご覧ください。14、15がＡ評価になっているということでござ

います。へき地の診療につきましては、巡回診療も引き続きやっているという中で、現地

で直接電子カルテを利用しながら、また、診療所との連携によってへき地医療に対応した

というようなことで、Ａ評価ということです。 

15ページでございますが、特養等の施設にも嘱託医として医師を派遣しているというよ

うなことでございますが、やはりいろいろハード面での整備もしながら、施設の診療にも

力を入れたということで、Ａ評価をさせていただいているところでございます。 
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続きましてＢ評価の関係で、少し御説明したいのですけれども、41ページをご覧くださ

い。72項目でございます。がん治療による早期発見のためのいろいろな検査の関係が出て

ございますが、検査につきましては、ＣＴだとか超音波の診断は増えてくるのですが、若

干、婦人科の検診で実績が下がったというようなことですが。これは町村の補助の対象が

今年度は少なかったというようなことで少し減少したということですが、内容につきまし

てはしっかりした検診をしたというようなことで、Ｂ評価にさせていただいているところ

でございます。 

それと、62ページ、129番目でございます。理学療法士が町村からの依頼に基づいて、派

遣をしましていろいろな理学療法をしているというようなことで、この地域との連携の取

組をしたというようなことでございまして、Ａ評価ということにさせていただいています。 

それとあと、ここにもポツの４番目でございますけれども、訪問看護ステーションの関

係、後でも出てきますけれども、一部事務組合との連携により一体的な取組をどうしたら

いいかというようなことも、平成29年度中から協議を始めたというようなことで、Ａ評価

ということです。 

それと、先ほどの認知症相談室では認知症外来の関係でというようなこともございます

けれども、その以外にも認知症のサポーター養成講習会もやっているというようなことで、

この部分はＡ評価とさせていただきました。 

160ページをご覧ください。442番目のＢ評価の関係ですが、これも先ほども検診の関係、

乳がんの検診で少し件数を落としているというのは、先ほどの町村の補助制度もございま

したけれども、ひとつ残念なことは、内視鏡のできる医師が不足したということですが、

信州医療センターから応援をいただいて人間ドックを、若干の制約はございましたけれど

も、毎日受入ができたというようなことで、医師の確保のところが少し課題かなと思いま

したけれども、一定の成果があったということでＢ評価をさせていただいたということで

ございます。年度計画に対する小項目別の取組状況は以上でございます。 

続きまして、評価委員からの課題の取組でございますが、資料６でございます。６ペー

ジをご覧ください。 

県民に提供するサービスその他の業務の資の向上に関する事項ということでございます。

１番目のところ、質の高い医療サービスの効果的な提供ということが謳われてございます

が、先ほども言ったとおり、県の派遣のおかげで内科医の先生が増えた、外科が常勤化さ

れたというようなことで、地域に応える診療体制ができたというようなことでございます。 

次の項目でございますが、先ほどの訪問看護や訪問診察の取組の拡充というようなこと

で、先ほども御説明しましたけれども、訪問看護ステーションさくらとの連携ということ、

一体的な取組についての協議を進めて、今現在、ワーキンググループを作りまして、その

目的を達成するために準備をしているところでございます。 

それと、次の業務運営の改善及び効率化に関する事項ということでございます。病床利

用率の向上ということが謳われていますが、これが前々からの大きな課題で、当院ではワ

ーキンググループを作り検討しており、一定の方向が出ました。御報告しますと77床で一

般でいいじゃないかという方向性は出てございますけれども、そうはいっても、現状の30

年度の状況、診療報酬改定の状況を見まして、どうしたらいいかということを再検討して

いるところでございます。 

それと、次の給与費比率の関係でございますが、地域に合った、病院に合った人員配置

というようなことで医療技術系、それと事務系の見直しをして30年度からスタートしてい

るということでございます。 

それと診療報酬の改定の関係でございますが、これは新たな届け出というようなことで、

ＤＰＣデータ提出加算の関係の取組を今現在やっていまして、点数獲得に取り組んでいる

ところでございます。 
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その次のところも、病床利用率の関係で再編のことが次のところも出てございます。こ

れは先ほど言ったとおり、今検討しておりまして、本当に早い時期に病床の見直しをしな

くてはいけないというふうに考えているところでございます。 

そのこともございますけれども、病床利用率60％を割っているというようなこともござ

いますけれども、29年度は63.7％というとで、５％ほど上回ったというような状況でござ

います。これでは公立病院改革ガイドラインの70％に達しませんので、その取り扱いをと

いうようなことで、今現在、早期の見直しについて検討しているところでございます。 

それと財務内容の改善に関する事項ということでございます。まず一番上のところです

が、経営企画会議で毎月１回、クリニカルインディケーターの分析をしながら増収・節減

に努めているところでございますし、あと運営会議で経営状況の報告を行いながら、職員

と一体となって取り組んでいるということでございます。 

それと最後のところでございますけれども、参画意識の醸成ということでございますが、

これは管理職と一般の職員との意見交換会を２年間実施しており、今年で３年目になりま

すが実施することになっています。ここでいろいろな意見を聞きながら経営に取り組んで

いく、というような取組をしているところでございます。阿南病院からは以上でございま

す。 

 

（井上院長） 

木曽病院の院長の井上と申します。よろしくお願いいたします。 

木曽病院は二次医療圏の中でたった一つの病院としまして、救急は24時間365日のオンコ

ール体制から慢性期、それから療養、それから訪問診療と幅広く診療に当たっているとこ

ろでございます。 

木曽病院は地域包括ケア病棟を開設いたしまして、急性期、回復期のそれぞれに対応で

きるように病棟を再編成したりして現状に合うような診療をしているところでございます。

また、地域がん診療病院としまして、信大と協力しましてがん診療、それから災害医療に

関しましては、ＤＭＡＴを持ちまして、地域の災害拠点病院、あるいはＤＭＡＴ指定病院

となっているところでございます。詳細につきましては、事務部長の駒形から御報告をさ

せていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

（駒形事務部長） 

事務部長の駒形と申します。年度計画に対する小項目別の取組状況について、御説明を

申し上げたいと思います。別冊の８ページをお開きいただきたいと思います。 

在宅医療の項目でございます。一番下でありますけれども、5,000件を目標としておりま

したけれども、4,523件の実績に留まったため、Ｃ評価としております。これは訪問診療及

び訪問看護については、前年度実績を上回っておりますが、訪問リハビリが前年度実績の

半分以下に落ち込んだことによるものであります。 

訪問リハビリは、専従職員が年度後半に１名欠員となったこと、及び需要低下によるも

のと考えておりますが、本年度はケアマネージャーの事務所を訪問する、あるいは郡医師

会を通じた開業医へのＰＲなどにより、需要開拓に積極的に取り組むことによって訪問リ

ハビリの件数を増やしていきたいと考えております。 

９ページをお願いいたします。患者数でございます。入院、外来とも前年度実績を下回

り、目標数に至らなかったためＣ評価としております。 

入院においては、内科が1,500人余、外科が600人余、それぞれ減少し、外来におきまし

ては小児科が1,600人余、それから内科が1,100人余、それぞれ減少しております。 

今後、地域の医療機関、あるいは福祉施設等と連携を密接に図りながら患者増を図って

いきたいと考えております。 
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続きまして、45ページをお願いいたします。災害医療の提供について、でございますけ

れども、ページの中ほどの項目であります。 

木曽病院では県立病院唯一の災害拠点病院、及びＤＭＡＴ指定病院として、９月に郡内

町村と合同の防災訓練やトリアージのミニ訓練を行ったほか、７月には、国が行った中部

ブロック大規模地震時医療活動訓練にも参加しております。また、別のところに記載して

おりますけれども、２月には郡内の災害机上訓練にも参加し、関係機関とのマニュアルの

整合性や連携の確認を行っており、これらの活動を総合的に評価して、Ａ評価とさせてい

ただきました。 

続きまして、59ページをお願いいたします。上から３つ目の項目でありますけれども、

地域医療機関への支援につきまして医師会に病院施設を開放し、医師会主催の例会や講演

会等を10回、症例検討会を１回開催し、当医師も参加することにより医師会員との連携、

情報交換が活発に行われたことや、この機会を利用して当院の病棟再編、及び地域包括ケ

ア病棟の開設について情報提供、あるいは意見交換等を行いまして、その後の円滑な地域

包括ケア病棟の開設等につながったということを評価しまして、Ａ評価とさせていただき

ました。 

それから続きまして、147ページをお願いいたします。職員の病院経営への積極的な参画

の推進についてということで、一番右下の方に書いてありますけれども、例年の年内研究

発表会やバランスト・スコアカードの取組のほか、経営改善院内キャラバンを行い、28年

度決算等の経営状況について認識の共有化を図ったほか、各部署から提案を求めたことに

より経営改善プログラムの策定や、病棟再編につなげることができたということを評価し

まして、Ａ評価とさせていただきました。以上、小項目の取組についての御説明でござい

ます。 

続きまして、昨年度、評価委員会で取り上げられた課題についての御説明をさせていた

だきたいと思います。参考資料６の８ページをお開きいただきたいと思います。 

県民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項でありますけれども、１

番目の課題の患者ニーズの把握、質の高い医療サービスの効果的な提供については、右側

の改善方策の実施状況に記載してありますように、木曽地域の高齢化の進展に対応した効

果的な医療を提供するため、病棟を再編して地域包括ケア病棟を開設し、患者の状態に応

じて急性期、回復期、慢性期の医療を提供できる体制を整えました。 

また、上から３つ目の右側の欄の中ほどに記載してありますが、本年４月から患者サポ

ートセンターを設置するなど、退院支援等において地域の関係機関等との連携を強化し、

地域のニーズに応えた体制づくりを進めております。 

次に業務運営の改善、及び効率化に関する事項ですけれども、１番目の新規患者数の増

加への取組でありますが、岐阜県中津川市坂下病院の機能縮小計画に伴い、医療問題を抱

える南木曽町で健康講演会や行政報告会において木曽病院のＰＲを実施したほか、郡内の

特別養護老人ホームや診療所を院長が訪問し、連携強化に努めております。 

また、上から２つ目の効果的かつ適正な職員配置につきましては、患者数の減少に見合

った職員数について検討を行い、育児短時間職員等の有効活用により、平成30年４月から

６月にかけて、有期職員17名の削減を図りました。 

さらに３つ目の欄の診療報酬の改定に対応した速やかな体制整備につきましては、地域

包括ケア病棟に伴う効果的なベッドコントロールに取り組むとともに、許可病床を259床か

ら239床に見直し、地域包括ケア病棟入院料１を取得しました。また、現在、運用病床を縮

小しております介護療養病床につきまして、介護医療院への転換の可能性について早急に

検討を進めたいと考えております。 

次に９ページの財務内容の改善に関する事項でありますけれども、やはり経営改善の取

組の積極的な推進につきましては、月２回の運営委員会において経営状況の分析把握を行
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っているほか、経営改善ニュースを発行し、経営状況を分かりやすく職員に伝えるととも

に、各部署の経営改善の取組を紹介し、院内の機運の盛り上げに努めております。また、

２番目の職員の病院経営の参画意識の醸成につきましては、経営改善院内キャラバンを行

い、平成28年度の赤字状況についての認識を共有化するともに、各所から経営改善策の提

案を募るということで、意識の高揚を図りました。木曽病院からの説明は以上でございま

す。 

 

（中村院長） 

この４月から病院長をさせていただいています、中村です。どうぞよろしくお願いいた

します。では、状況につきましては、島田事務部長から説明させていただきます。 

 

（島田事務部長） 

事務部長の島田でございます。まず業務実績報告書の３ページをご覧いただきたいと思

います。真ん中にこども病院の記載がございます。 

29年度は、ここに記載をしてございますけれども、こども病院の取組として最も大きな

ものはＰＩＣＵ、小児集中治療室を８床から12床に増床をしたという取組であります。 

一昨年から工事を進めてまいりまして、昨年の７月に工事が完成をいたしました。その

後、本格的には９月から稼動ということで、12床に増床をすることになりました。これに

よりまして、それまで重症病床が不足をしておりまして、諸々、支障を来していたわけで

ありますけれども、これが解消をされたということでございます。 

それからもう１点はその前に書いてございますけれども、地域医療支援病院としての指

定をこの２月に受けることができました。こども病院は、いうまでもなく全県をフォロー

した病院でありますけれども、このうち約５割、半分ぐらいが松本市、安曇野市を中心と

した二次医療圏からの入院患者で占められております。従いまして、地域の医療機関、そ

れから開業医、医療者の皆さんと共同の研修や機器の共同利用といったような形で支援し

ていくという、地域医療支援病院に向けた準備を進めてまいりまして、この２月に承認を

いただいてスタートをしているところでございます。 

それからもう１点は、長年の課題でございましたドクターカーの更新をすることができ

ました。その過程におきまして、クラウドファンディングというような新たな手法を活用

いたしまして、寄附を募りましてドクターカーの財源に充てたということでございます。

こども病院を全国に知っていただくということ、それから寄附を通じまして、こども病院

の支援の輪を全国に広めるという、ある意味では広報の一貫として取り組むことができた

と考えております。 

それから別冊の小項目別の取組状況をご覧いただきたいと思います。当院といたしまし

てＡ評価をつけたもの、何点かございますが、一、二、御説明をしたいと思います。 

33ページ№58をご覧いただきたいと思います。生命科学研究センターの高度な解析装置

を活用いたしまして、記載のような先天異常症、それから腫瘍などの遺伝子関連検査の機

能の充実を図りました。それとともに遺伝カウンセラー等によりまして、遺伝カウンセラ

ーのソフト面の充実といったようなことも進めてきております。その結果といたしまして、

中段に記載をしてございますけれども、日本学術振興科学の助成金事業に２件、採択をさ

れております。 

それから飛びまして、174ページをご覧いただきたいと思います。473番でありますが、

先ほど申し上げました寄附プログラムについて記載をしてございます。これはドクターカ

ーの更新に5,200万円ほどかかったわけでありますけれども、３分の１から約半分ぐらい何

とか寄附で賄えればということで当初取組を進めましたけれども、思いのほか寄附を集め

ることができまして、結果として全額寄附で賄うことができたということであります。と
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いうことで、Ａ評価ということにさせていただきました。 

参考資料６をご覧いただきたいと思います。昨年度の評価委員会で取り上げられました

課題につきましての10ページをご覧いただきたいと思います。 

サービスその他の業務の質の向上に関する事項ということで、一番上でございますけれ

ども、今年４月から新たに精神科の常勤の医師を配置いたしまして母子メンタルヘルス外

来ということで、主に「産後うつ」の患者への対応ということで、新たにスタートをいた

したところでございます。 

それから、真ん中以降のところに業務の改善と効率化ということで記載をしてございま

すけれども、地域連携を強化したいということで、安曇野赤十字病院と連携協定を結びま

して成人の、大人の放射線治療外来をスタートさせております。これは当院にリニアック

という放射線治療の機械、３億円ほどする非常に高額の機械でございますけれども、子供

さんの腫瘍の治療だけに使っているのではなかなか稼動が上がらない、もったいないとい

うこともございまして安曇野、それから大北地域まで含めて、北アルプスの山麓の各病院

と連携をいたしまして、今後さらにこの放射線治療、当院の機械を活用して、地域で連携

をして稼動も上げ、地域にとってもプラスにしていきたいといったような取組を、今後さ

らに拡大をしていきたいと考えております。 

それから、おめくりをいただきまして、１番上のところと財務内容の改善というところ

にかかりますけれども、少子化の進行に伴いまして、長期的には入院患者の減というもの

は避けられないと考えております。こうしたことから、ここに記載してございますけれど

も、当院の強みというものをさらに強化をして、県外からの患者を増やしていきたいとい

うことで、取組をしてございます。 

先ほど、当院の患者の約半数が二次医療圏から来ているというお話を申し上げましたけ

れども、現状、県外からは１割弱、７％から８％ぐらいの患者が県外から来ていただいて

おります。入院患者に絞りますと、このうち循環器と形成外科が突出して多いわけであり

まして、中でも形成外科の眼瞼下垂という、ある意味、特殊な入院患者が１年に50人から

80人ぐらい県外からお見えになっているというのが現状であります。 

こうしたものに限らず、いろいろな診療科の特に特色のあるものにつきまして同様に、

他県からの患者を増加させていきたいという取組をスタートしております。 

それからアレルギーの負荷試験や内分泌の負荷試験につきまして従来外来でやっており

ましたけれども、これを入院対応でやることによりまして、より充実した検査内容とする

とともに経営改善につなげたいということで、これも今年度からスタートをさせるという

ことで、取組をしてきているところでございます。説明は以上です。 

 

（清水副学校長） 

信州木曽看護専門学校の清水と申します。よろしくお願いいたします。業務実績報告書

の３ページをご覧ください。 

平成29年度は、平成28年度に続きまして卒業生全員が国家試験に合格しまして、開校以

来４年を経て、少しずつ地域医療に貢献できる人材を輩出できるようになりました。 

また確実なカリキュラム運営を行うとともに基礎学力や看護実践力の向上を図り、外部

講師、実習施設との連携に努めてまいりました。さらに自治会活動や学校祭開催を通して、

地域の方々とのつながりを深めながら、学校づくりをしてまいりました。 

続きまして、当校で評価Ａといたしました事柄について御説明をさせていただきます。

26ページをご覧ください。 

一番上の１－２－20、年度計画、県民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関

する事項でございますが、信州木曽看護専門学校を運営し、地域における保健、医療、福

祉の充実及び発展に貢献できる人材を育成するということをＡとさせていただきました。 
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評点に至った理由ですが、ここで一部訂正をお願いいたします。２行目の28年度は11名、

29年度は10名と記してございますが、９名の間違いでございましたので、申しわけござい

ません、９名に訂正をお願いいたします。 

信州木曽看護専門学校では、平成28年度卒業生、平成29年度卒業生が国家試験に全員合

格しまして、県内の、看護師不足が顕著な木曽、伊那、飯伊地域へ28年度は11名、29年度

は９名が就職いたしました。それぞれ県内就職数は28年度が25名、29年度が15名です。地

域に貢献できる人材を輩出することができたと考えて、Ａ評価とさせていただきました。 

なお、現在７月中旬現在ですけれども、就職者の離職率は０％でございますので、全国

平均離職者7.8％から考えますと、優秀な成績かなと自負しております。 

続きまして参考資料の６、12ページをご覧ください。昨年、提言いただきました内容に

ついて御説明をさせていただきます。 

２つの課題がございまして、１つは学生確保について取り組んでいただきたいという御

提案をいただきました。それにつきましては県内、県外、58校の高校を訪問いたしまして

ガイダンス等は前年度よりもさらに数を増やしましたし、ブログの更新も倍近く増やしま

した。その結果、受験希望者は28年度より８名多い68名となっております。 

２番目に就職のサポートをということでございましたが、２年次にハローワークの職員

による就職セミナーを設けまして、就職ガイダンス等をしております。さらに実習受入病

院とは密に連絡を取り合っておりまして、さらに受入体制を整えてまいりました。 

長野県看護協会主催の臨床指導者研修会では毎年８名から10名、実習病院から研修に出

ていただいております。そのほか、研究会主催の研修会へは、毎回、研修会のご案内をし

ておりまして、10名近い参加をいただいております。実習受入病院へは８名、その他、県

内病院へは15名が就職をいたしました。以上で当校の説明を終わりにいたします。 

 

（小宮山委員長） 

ありがとうございました。それではここで休憩にしたいと思います。２時10分から開始

といたします。 

 

（再 開） 

 

（小宮山委員長） 

会議を再開させていただきます。 

午前中に機構本部から御説明をいただきました業務実績報告の自己評価について、それ

から午後の各病院からの説明について御質問、あるいは病院運営へのご助言、さらに、こ

の評価というのは県のほうがなされるわけですが、その県の評価に対して委員のほうから

意見を申し上げるということですが、その際に、このような資料を提出していただきたい

と、そういったことがございましたらぜひ御発言をいただきたいと思います。 

それでは委員の皆様から、どなたからでも結構ですので全体を通して、御質問でも結構

ですし、御意見をちょうだいしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（鮎澤委員） 

委員の鮎澤です。どうぞよろしくお願いいたします。 

私は公認会計士で財務のほうの人間ですので、個別の医療の内容については詳しいわけ

ではありませんが、全体的に感想というか、ちょっとお話させていただければなと思って

おります。 

まず１点目として、今、大項目の評価で１－１から１－３まで、３つの項目があるとい

うところで、県民に提供するサービスその他の業務の質の向上かつ業務運営、改善及び効
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率化に関する事項、あと財務内容の改善に関する事項というか、この３つがあって、その

うち平成28年度もそうだったのですが、財務のところがやっぱりＣ評価で、２期連続で大

幅な赤字というところで、Ｃ評価という形になっているのですけれども。 

お昼のときに山上委員もおっしゃっていたのですけれども、やはり事業継続とか存続と

いうことをメインにしてという話になると、やはり財務のところがＣ評価ということは、

基本的に非営利型であっても、やはり事業を継続していくということであれば、損益とい

うことはやはり、最低でも大事ではないけれども、継続はできていかないのかなというと

ころが非常に懸念としているところではあります。 

その中でほかの、その県の政策のところがＢ評価という形で全体はＢという形であると

いうことは、まず県としてはより支援を拡大していく方向とか、そういった視点があるの

でＢとして評価するのかというところがちょっと、何というのですか、腑に落ちないとい

うか、ちょっと分かりづらかったというところではあります。 

必要な政策をやっていくために必要な、例えば職員を確保して、そのために経費が増え

てしまうということがそれは当然あるかと思うのですけれども。それに対して必要なニー

ズを確保しているのに経費がふえて赤字になってしまって財務がＣという評価だと、何で

すか、ちょっと県の政策と病院機構の事業存続というところが、ちょっとまだ整合してい

ないのかなというふうにちょっと感じたところではあります。 

感想みたいな形で申し訳ありませんが、以上です。 

 

（北原副理事長） 

どういうふうに言ったらいいか、第２期の中期計画を立てるときの資金収支の見通しが、

やはりあまり実態に合っていなかったというか、その人事委員会勧告にかかわる経費であ

るとか、それから消費税の損税分であるとか、年金一元化に伴う事業主負担金の評価を、

第２期の中期計画の資金の中で見ていなかったというのが正直なところだと思っています。 

これについては、前回の評価委員会でも若干、話が出た、その見直しとかそういうのは

ないのかということですけれども、５年間で約束して、単年度54億8,000万円と決めている

ものですから、その間に直すという方になかなか向かわなかったというのが現実のところ

です。これは県議会でもそういう話が出て、見直す予定はないと県でも答弁していますの

で、そういうことであればこの間はしょうがない、５年間は資金収支的にも厳しいなとい

うのは認識していまして、去年、人事委員会勧告については、遡及適用すると相当厳しく

なるので遡及は諦めて、組合との調整の上に、この４月１日からの人事委員会勧告実施と

いう形で手を打ったところですけれども、もし、これを遡及していれば、それだけでも１

億円以上の損失が出たと思っています。 

そうはいっても、経営改善プログラムを作りながら事業存続に影響のない、努力できる

範囲ではやっていきたいと思っていますので、第３期に向けては資金収支のところはきち

んと、事情変更の原則があるようなところについてはきちんと取り入れるとか、そういう

ことも含めながらやっていかないと、診療報酬改定は御存知のとおり２年に１回あります

ので、診療報酬がマイナスの方に振れてくると、これどうしても、これ民間病院も全部そ

うなのですけれども、厳しく出ると思っています。 

年金一元化の影響を受けたのは実は自治体病院だけです。国立病院はもう年金一元化は

既に独立法人化したときにやっていますから、民間病院は本来、総報酬制で動いているの

で、年金一元化の影響を受けたのは県とか市町村立の病院、これだけです。ここら辺につ

いてはやっぱり、資金収支上はきちんと見込まなければいけなかったなとは思っています

けれども、そこまで、そういう第２期の資金計画をつくるときにそういうレベルでの積み

上げはしていなかったと。第１期の52億円をベースに、こっちが増えて、こっちが減るか

らプラスマイナスして54億8,000万円というやり方をとったので、どの部分が足りないのか
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というのは、こっちも言えないような積み上げをやってしまっているので、もう一回、や

っぱりゼロベースでこれは積み上げを、第３期に向けては考えなければいけないなと思っ

ています。 

事業存続のためには確かに必要なのですけれども、移行型地方独立行政法人という形式

をとっていて、要するに県立病院をそのまま地方独立行政法人法の枠にはめたという構造

をとっているので、県立病院から地方独立行政法人化の県立病院になるときに質的には変

わっているのですけれども、組合との約束がありまして、自治労傘下の病院になっていま

すので、自治労との間では、県の職員と同じような給与を出すという前提で移行してきて

いるので、これは相当、交渉には抵抗がありますので、昨年も赤字を出さないためにボー

ナスのカットも提案したのですけれども、そこは組合とは調整がつかず、それがついてい

れば今期は２期連続の赤字はなかったと思いますけれども。その組合との交渉の経過では

やっぱり法人化したときの話を出されると、うちのほうも若干問題があるということにな

りますので、納得をいただかない限りはそこまでは踏み込めなかったと。 

部分的には納得をしていただいた部分もあるので、組合も相当の覚悟で遡及適用を諦め

てきていただいてきているというのもありますし、経営に対する意識もかなり変わってき

ていますので、組合員を含めて、組織一丸となってこれから取り組んで、第２期計画中に

は少なくとも収支だけは黒にするように頑張ろうかと、今、考えているところです。 

 

（鮎澤委員） 

多分、経費のところで一番大きいのは人件費であったのですけれども、２つ追加で確認

をさせていただきたいと思うのですが。 

そうすると、多分、診療報酬も２年改定、なかなかどうなるのか見えないというところ

で、その後、第２期のあと残りの２年というのは、基本的には、今の状況でいくと、やっ

ぱり人件費の負担が重たくて、赤字のまま行ってしまうのかなという件と、あと、もう一

つは機構と組合との取り決めで、その県職員の水準を維持しますといったところの縛りは、

ずっと続く、ずっとというのは、要はこれ、今、８年目に入っていて、機構になってから

プロパーで採用されている方は８年分いらっしゃると思うのですけれども、それは、その

県職員と同じレベルという話は移行前の、移行時の方という認識になるかどうかというと

ころですが。 

 

（北原副理事長） 

そこら辺のところも問題があるのですけれども、二重給与制がとれればよかったのです

けれども、二重給与制は今のところとっていません。これから人件費の形をどうするかと

いうのはやっぱり大きな課題にはなると思いますけれども、同一職種で人件費に差がある

とか、ボーナスに差があるというのは、本当にいい形なのかどうかというのは機構全体と

しても考えなければいけない問題なので、ここらは慎重に検討せざるを得ないとは思って

います。 

30年度の診療報酬の改定が、そうはいっても本体で0.5％プラスに動いていますので、人

件費の増分はとても出てくる数ではないのですけれども、うちに有利な部分も若干ありま

すので、そこら辺はしっかり取り入れてまいります。 

あと、来年の10月に消費税が10％に上がるという前提で、２％上がるとやっぱり病院の

損税が１億円ぐらいは出てきてしまいますので、それをどう解消するか、国でも全医療機

関というか、病院という組織にとっては診療報酬の中ではとても、その消費税分を飲み込

めないと病院協会でも言っていますので、何らかの方策は国もとるだろうとは思っていま

すので、そこら辺も見ながら検討して、通期で５年間の中では、収支はトントンぐらいに

は行くように、今、考えているところです。 



 - 29 - 

第２期で問題になったのは収支の均衡、資金収支の均衡というような条件を入れられて

しまったのですが、県から。資金収支は、基本的には第２期は均衡するのは非常に難しい

条件だったので。というのは、こころの医療センター駒ヶ根が全面建替えをしていますし、

阿南病院も本館と、全部建替えています。そうなると減価償却費と支払いの元本、利息元

金を考えていくと、減価償却費が今、積み上げが若干少なくなってきている部分もあった

りして、出ていくほうが多い時期に第２期はなってきているので、その昔からの積み上げ

を考えると。 

だから、第３期の真ん中辺ぐらいになると資金収支の均衡というのは、なからトントン

になるというふうには見ているのですけれども、第２期の病院機構の６年目から10年目の

間で均衡させるというのは、かなり意図的に作らざるを得ない数字もあったのではないか

なと思っています。 

そこら辺のところがちょっとクリアするのが苦労しているところというか、そこら辺が

計画と一番乖離している面だということだと思っています。 

さっき言ったように、年金一元化で約２億、人事委員会勧告が単年度で１億5,000万円、

消費税の損税が１億円とかになると、単年度で３～４億円は損しているので、そこら辺を

見込んでいなかったのがやっぱり一番痛いかなと考えています。通期では何とか黒にした

いと思っています。 

 

（小口委員） 

注文ですが、資料の作り方が変わってしまい、大変分かり難くなってしまっている。元々、

本会の内容は、５病院、機構全体でどうか、機構本部はどうか、各病院でどうか、分かれ

ている。それゆえ、資料の作り方、配置は極めて難しい。ぜひ、大変な作業かと思います

が、従来のものを参考にしながら、簡潔に、見やすく、比較しやすい資料にしていただき

たい。 

会議の設け方ですが、病院長から御意見をお聞きするのは、病院ごとに分けて頂いた方

が良いように思います。前回はそうしていたと思います。時間の配分が難しく、他病院の

院長がいる所で、お互いに意見を言いにくいように思う。 

 昨年度の感想ですが、各病院とも一生懸命に沢山の取組や企画・分析を行っておられ評

価できます。問題はそれらの取組の成果が中々実を結んできていないということです。大

事なことはどのような結果を出すかです。なぜ成果となって出てこないのかを、そろそろ

しっかり検証する時期に来ているように思います。それは、昨年とほぼ同様の実感があり

ます。 

 そこで、本部にお聞きしますが、本部の赤字が３億円余出ていますが、これは予算通り

でしょうか、そこら辺の分析をお聞かせ下さい。 

 

（北原副理事長） 

計画よりは多くなっています。 

 

（小口委員） 

その原因は何ですか。 

 

（北原副理事長） 

計画段階では、もう少し本部の人数を抑えるような予定になっていたのですけれども、

実際問題やってみると、本部がその事務だけになってしまっていて看護のことが分からな

いとか、いろいろ弊害が出てきた面もあったりして、今、現状では今年４月からは信州医

療センターの看護部長を本部に来てもらうとか、それから原田先生にも本部に入ってもら
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って、経営改革というのは、病院についてはやっぱり事務職だけではできる世界ではない

ので、理事長一人でとても背負えないところもありますので、ようやく看護体制であると

かドクターの関係であるとか、そういうのに目を入れられるようになったのが今年になっ

てからぐらいですけれども、やっぱり本部にある程度人数をもらっていないと、県の時代

だったら人事課とかそういうのでやってもらっていた仕事が結構、ばかにならない業務量

がやってみるとあるということですね。予算を作り決算を打つという通常の業務のほかに、

人事制度を作り職員を配置し、職員が問題を起こしたときには処分をという業務がちょっ

と過多だったなという感じはします。 

それで、地方独立行政法人をつくるときにも、これはやっぱり議論の対象になるのです

けれども、中央部分というのはやっぱり膨らむというのは、どこの独立行政法人でも言わ

れています。県立時代は県の中で違うセクションに任せておけたことが、内政化しなけれ

ばいけないので本部経費はかかるわけです。 

第１期のときには本部経費の中で１億数千万円、県から補助をもらっていたのですが、

運営費負担金上。第２期のときに、どういうわけか本部分の運営費負担金がゼロになって

しまっているので、これもちょっと不可解といえば不可解だなと思っているので、そこら

辺も含めて議論させてもらえればなと、第３期に向けては思っています。 

 

（小口委員） 

分かりました。県立病院長経験者の原田先生が本部職員に入られたことは、良かったこ

とと思っています。 

昨年も少し触れましたが、機構全体を評価する際は、本部の３億円余の赤字が重くのし

かかってくる。一方で、各病院の決算には本部の赤字は含まれていないので、黒字病院に

とってみるとどうして全体でこんなに赤字になってしまうのではと思うところもあるので

はないか。本部事務部門を強化して、病院事務をスリム化するとか、そこら辺の配分はど

のようにお考えですか 

 

（北原副理事長） 

集中事務方式をとれるかどうかということについては、これまだなかなか難しいところ

があって、病院ごとに病院のタイプが違うというか、病院でなければ判断できない問題を

山のように抱えているので、今すぐにできるということでもないと思うし、いろいろなこ

とは考えていますけれども。 

例えばそうですね、はっきり言えば、県から分かれてようやく８年経過したところで、

事務職員は８年分の新規採用はいますけれども、それ以外は県の職員が希望して独立行政

法人に来ていただいた方がおります。それ以外には県の派遣職員、それとあと非正規の採

用ということになりますので、中核の社員が実は育っていないという部分がようやく最近

見えてきて、そこが一番の問題点だと思っています。 

８年分の蓄積がようやく出始めたところなので、ここら辺の先頭を走っている人、それ

から県の派遣でなくて、県から転籍してくれた人たちがかなり優秀な人がいますので、こ

こら辺を核にきちんともう一回、事務の体制も作り上げていくことでできる部分もあろう

かとは思っていますけれども、集中事務はなかなか難しいかなと。 

それでもう少し考えなければいけないのは、県の内部事務システムというのに入ってい

るのですけれども、県とその情報基盤は基本的には一緒の基盤を使っていて、給与制度も

県の給与システムを使っているので、独立しているけれども、運用面の自由度はそんなに

はない。ただ、メンテナンスにそれほど経費がかからないので、そのメンテナンスの経費

と自由度を今ちょっと、秤にかけてどっちがどうか、というふうには考えている最中です

けれども、いろいろなことを考えなければいけない時期には来ていると思っています。だ
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から、第３期がやっぱり一番、難しいかなとは思っています。 

 

（小口委員） 

細かいことかもしれませんが、もしかしたら本部の恩恵の受け方が病院によって、結構

違うのではないかとも思っています。 

 それから、昨年もお願いしたと思いますが、評価の判断をするのに、経営指標などの数

値について、自治体病院の平均値などをあらかじめ示して置いていただくと、参考になっ

てありがたいのでよろしくお願いします。 

 もう一つ、今回も出ていないですが、重要な指標として、新入院患者数、平均在院日数

などをぜひ出していただきたい。延べ患者数だけでは、長く入院を続けて入院単価が下が

ってしまっている患者さんが増えて、入院収益が下がってしまう結果になる。ぜひお願い

したい。 

 

（関委員） 

先ほど小口先生からいろいろとありましたように、５つの病院は全体ということで、一

つずつの良し悪しをしづらいというのは、やはり表があって、たくさん書いてあることは

たくさん書かれていて充実したというのは分かるのですけれども、債務部門で何を持って

どういう話をしていいのか、ちょっと視点がぼやけてしまうのです。 

いろいろな先生方から御指摘がありましたように、財政を改善していくというのは、喫

緊の課題で、すぐにということがあるのですけれども。ただ、今日、５つの病院のお話を

伺ってきた中で感じたのは非常に細かな、小さなところから非常に努力を積み上げていて、

組織の構成員が、財政状態とか経営成績はよくないにもかかわらず、日々非常に努力はし

て、腐らないような試みをつくっているということはよく感じ取ることができました。 

５つの病院にそれぞれ個性があって、機構という、企業というと親会社があってその下

に全く性質、そして地域性ですとか対象とする患者も全く異なるような、全く違うセグメ

ントを抱えていく中で、一つの方法で一つの方向へ向いていけというのは難しいと思いま

すので、機構がマネジメントをとっていく中で、それぞれの病院が抱えているところも、

もちろん現時点で把握はしていると思うのですけれどももうちょっと、先ほどもおっしゃ

いましたように、経営のマネジメントの一元化は難しいとは思うのですけれども、全体と

して統括すべき機構がそれぞれの病院の状況を把握して、しっかりとした方向づけをして

いくということが、抽象的かとは思うのですけれども、必要なのではないかなと思いまし

た。 

８年間、新規採用を行っていく中で、プロパー的な意欲のある職員の方が増えてきてい

るということですので、今すぐにではなくても、これから先、改善を重ねていっていただ

ければと思いました。 

 

（久保理事長） 

いや、そのようにしたいと思いますし、先ほど小口先生から評価の仕方というのがあり

ましたけれども、個人的には、県立５病院は全く規模も役割も、それで経営状況も違いま

すので、できれば個々に、病院ごとに評価していただいて、そこの意見交換をぜひ、私も

参考にしていきたいので。 

こういうふうに並ぶと、どうしてもこちらの方ばかり集中砲火を浴びますので、次回は

考えてほしいなと思います。 

 

（浜田委員） 

個別の病院のほうも議論してよろしいのでしょうか。 
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それでは最初に鮎澤委員が提起された財務状況の問題ということで、Ｃ評価と、非常に

厳しく自己評価をされていると感じました。 

それで短期的に見るか、それから中長期的に見るかという、両方しないといけないとい

うことになっているようですけれども、短期的にみると確かに２年連続赤字ということで

すが、経常収益も伸びていますし、経常費用も減っていますので、平成29年度は非常に努

力されているのですが、非常に頑張られているとも評価できると思います。 

それから中長期的にどう見るかというのが、この資料だけでは分からないといいますか、

部分的にはいろいろありますので照らし合わせれば分かるのですが、中長期的にはどうだ

というような資料の作り方といいますか、そういう工夫が必要かなと思いました。 

それで、確かに診療報酬が２年に１回変わりますので、それがどうなるのか分からない

という、おっしゃるとおり、これからすごく厳しくなる可能性もあるのですが。実は診療

報酬だけじゃなくて、もっといろいろな不確定要因があって、確かに年金がどうか、とい

うこともあるのですけれども、先生方、多分、非常に感じられているのは医療ニーズ自体

がちょっと減ってきているというか、それ例えば一つの要因は、在院日数が毎年短縮され

ていますので、それだけでも相当その入院患者数、延べ入院患者数が減ってしまうという

ことがあり、それから今まで病院に入院されていた方が特養とか老人保健施設に入られて、

それで例えば肺炎になっても病院に転院してこないとか、看取りまで施設でやってしまう

とか、そういういろいろな要因があって、なかなか計画だけではフォローできないという

か、そういうところもあるかなと感じました。 

それから日本全国のトータルでいいますと、最初に事務局長が説明されました厚生労働

省の医療経済実態調査がありますが、あれでいいますと、公立病院はトータル、今、赤字

になっているのですよ、平均して。つまり補助金を入れても赤字になっているというのが

トータルになっていて、したがって、長野県立病院機構の各病院が極端に、日本全国の病

院に比べて極端に経営が悪いということではない。ということも、言えると思います。 

以上ですが、個別に、信州医療センターの寺田先生に伺いたいのですけれども。 

決算資料の病院別損益で１億円の経常損益ということになっていますが、先ほどの御説

明で昨年度の下期からはかなり回復されているというような、そこは信州医療センターで

もいえるのでしょうか。 

 

（寺田院長） 

当院は例年のことですが、冬場にかけて入院患者が多くなる状況にございます。 

そういうこともあり、参考資料５の６ページになりますか、これは普通の収支見通しと

いうことで出ておりますが、平成29年度の概算見込みでいいますと、２を見ていただくと

分かりますが、平成28年度に比べますと医業収益でおよそ２億円増加しています。医業収

益そのものは増えていますが、それが黒字に結びついていかなかったというのは、こちら

を見ていただきますと、特にその医業費用が増えてしまっている。その中を見ていただく

と、治療にかかわる高額薬剤もそうですけれども、医療材料費が増加していると感じてい

ます。 

先ほど事務部長からもお話がありましたけれども、特に材料費に関してはベンチマーク

等を調べてみたところ、自治体病院共済会システムでのベンチマークを調べてみますと、

かなり高額で買っている器材もあるという結果が出ましたので、そういったところに少し

メスを入れるような形で、費用削減に努めていければと思っています。 

また当院の場合、28年度の診療報酬改定の中で、全て７対１の病棟から、10対１と７対

１の病床群に分けることになり、平成29年度は病床群に応じた入院基本料が１年間まるま

る適応される形になりました。そのための医業収益の絶対的な減少がさけられない状況に

なったわけですが、その中でも医業収益は２億円増えているわけです。これはそれなりに
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みんな努力した成果と思っていますが、増収に向かうためには医業費用の適切な削減が必

要です。 

30年度の診療報酬改定では、７対１の縛りがとれて10対１以上を満たせばよいことにな

ります。先ほど事務部長の話にありましたように、退職者の募集にあたっては今回の改定

をうまく生かす形での適切な人員確保、人員配置に努めていきたいと思っています。 

 

（浜田委員） 

ありがとうございます。それでは、木曽病院さんに伺いたいのですけれども。 

木曽病院さんは病床利用率が64.3％ということになっているのですけれども、これは、

いろいろな努力をされて、もう少し上げることはできるという、そういう見通しは持って

おられますか。 

 

（井上院長） 

病床利用率については、分母を運用病床数とするか許可病床数とするかということもあ

りまして、許可病床数とすれば、昨年度までは259、今年度は239、実際の運用病床数とす

れば、昨年度当初は186で、昨年度途中からは159になりました。分母の考え方で変わって

きてしまいますので。実際の数からいうと70％は超えているということでございます。 

それから、病棟再編を行いまして、今までは急性期病棟が３つあったのですけれども、

それを急性期病棟２つ、地域包括ケア病棟１つにしたのですけれども、その関係で母数が

変わってきていますので、病床利用率については、そのデータは実態から乖離しているか

もしれません。 

 

（浜田委員） 

地域包括ケア病棟はかなり稼働率が高いということなのでしょうか。 

 

（井上院長） 

そうですね。今年度、療養病棟について、運用病床数を48床から26床に変えましたもの

ですから、地域包括病棟は一般病棟として考えていますので、そちらの方で回していくと

いうことになります。 

全体としては、今回の入院数の減少というのは、内科がかなり減ったということが大き

な要因でございまして、内科は医師数が、一昨年が６名、昨年が５名で、今は１人産休で

４名ということになっていますので、内科の医師数の減少がかなり効いてきている状況で

ございます。それに関しては、またいろいろと対応を考えていきたいと思います。 

 

（浜田委員） 

介護医療院まで検討されているということで、急性期から、何というか在宅といいます

か、急性期から介護まで幅広く見るという、二次医療圏の中でそういう役割を果たしてい

く、そういうビジョンということですね。 

 

（井上院長） 

病院は赤字だったのですけれども、介護老人保健施設アイライフは黒字だったものです

から、そちらの方のニーズはまだこれからもかなり増えることになると思います。そちら

をうまくくみ上げていって、介護領域の施設を導入して慢性期の方のケアを行っていくと

ともに、経営の改善に努めていく形にします。 

木曽地域は、介護老人福祉施設が、民間の施設がかなり充実してきたこともありまして、

先ほど先生がおっしゃったように、施設内での看取りとか、そういう形で亡くなってくる
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ということでも、相対的に入院患者数の減少もありますので、そういった方を介護領域の

ところで対応するということも考えております。 

 

（宮坂委員） 

私は今年度委員になりましたので、そうですね、先月からそれぞれの病院に視察にも行

かせていただいて、そして実際の病院の中を見せていただきながら今日のお話を聞かせて

いただいたので、それぞれ本当に、県内の中で専門性を発揮する病院、それから地域にな

くてはならない病院というところが、本当に５病院がそれぞれに大事であり特徴を持って

ということで運営されて、努力されているということが本当によく分かりました。 

その中で、どこの病院も出ていたのですけれども、人件費の比率のことで適正な人員配

置、職員の配置をどのようにするかということを、これも病院の特性によって本当に違う

と思うのですけれども、具体的に取組をなさっているというところが課題だなということ

を、私も自施設でもそれは感じています。 

それで、お聞きしたいのが、信州医療センターでは人件費率低減プロジェクトチームと

いう、かなり切実な形の中でこういうチームを立ち上げて取組をされているということで

すけれども。適正というところで、職種によっても違いがあると思うのですが何か指標と

いうか、使っているものがあれば教えていただければと思います。 

とかく、100床あたりにどのくらい職員、それぞれの専門職を配置しているとか、という

指標はあるのですが、そのほかに適正な配置というところで何か検討されていることがあ

りましたら、教えていただければと思います。 

 

（寺田委員） 

当院の場合、病棟によって重症度、医療・看護必要度が大きく変わります。病棟により

医療資源投入のボリュームにすごく違いが出ています。どのようなところへ重点的に配置

するとか工夫していく必要があります。それから当院には30名ほどの育児時短勤務の方が

いますが、そういう方々をうまく組み入れながら配置していくことで、全体の流れをよく

するような人員配置をしていくしかないのかと思っています。 

 

（白鳥事務部長） 

そうですね、人件費削減プロジェクトチームをつくった理由は、やはり決算で１億円以

上の赤字が見込まれると思われたものですから、その原因は何かというと、やっぱり人件

費の高騰にあるのではないかということで、目標は１億円を見据えてそれぞれ、ゼロベー

スで、看護師、ドクターも対象として、例えば退職されるドクターの後任をどうするかと

か、そういうことも検討して、また７対１から10対１になっていくのに最低限どの程度看

護師を確保しなければいけない看護師数であるとか、あと医療技術職員も本当に必要かど

うか。それから事務職もどうするのか、一人ずつチェックをして、あと非常勤のパート職

員についても、この人は要るのか要らないのかというのもそれぞれ議論をさせていただい

て、結果的には全体では25人ぐらい、常勤も非常勤もいますけれども、そのぐらいの人数

を何とかしようということで、このチームの結論は出ております。ですから、結果的には、

金額でいうと約１億円程度の減額をしましたということは言えると思うのですけれども。 

だから、やはり本当に、全部切ってしまっていいのかという部分がありますので、それ

はやはり必要ならもう１回、皆さんと費用対効果を考えて議論しましょうというようなこ

とで方針を定めてやってきました。今年の決算状況を見ていただくと、給与費は100％を今、

超えていない状況にありますので、何とか効果が少しは出てくるのではないかと思ってい

るところです。 
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（宮坂委員） 

ありがとうございます。そうですね、なかなか、医者の数が減ればというだけの問題で

は私もないかなというところと。あとは、この育児短時間勤務の方たちの、私は常に、で

は全体の中でどのくらいの比率だったら、今、ここを回っていくのかなというところも課

題にはしているところですね。 

あとは、なるべくそういった方たちも決められた時間だけ働く、という考えだけではな

くて、その人が多様性で、働ける人は働くとか夜勤もやってもらうとか、それから長く働

けるための制度なので、そういったことも理解してもらいながら、そうですね、効果的に

というところがあれですけれども、やはり個別の対応も重要だと思いますし、あとは全体

的には、今お話いただいたように、その必要性、人員の必要性みたいなところも、その次

年度の採用計画の中で吟味していくということがすごく大事なことかなと思いました。 

もう１点は、そういった意味で、せっかくいる人材なので、その方たちをうまく活用し

てというところでは、なかなかケアミックスで運営していく中では大変だと思うのですけ

れども。 

今回の診療報酬の中で、看護の部分では少しプラスになる部分があって、もちろん先ほ

ど言った入院基本料のところは段階がふえたので、10対１でも以前よりはプラスになった

ということもあるのですけれども、そのほかの取組で何か新たに行っていることというの

はありますか。 

 

（寺田院長） 

いろいろと試算しています。例えば医療機関別係数でいえば、暫定調整が今回の診療報

酬改定で廃止になりましたが、機能評価係数それぞれの項目の点数、DPC病院群基礎係数の

点数が少しずつですがプラスとなり、医療機関係数がH29年度より増加しています。当院に

とっては増収に結びつくものです。 

そのほか、加点部分として取り組めるところは、経営企画室会議を中心に拾い出しをお

こない、実行するよう努めています。 

 

（宮坂委員） 

そうですね。ここも皆さんももう十分承知していらっしゃるのかと思います。 

本当に小さなことかもしれませんけれども、入退院支援のこととか、入院時支援加算の

ことや、それから訪問看護の強化型にするとか、いろいろな、また地道な取組というのも

今後、またしていっていただけたらなと思います。 

 

（寺田院長） 

入退院支援加算に関しては、当院では入退院支援センターの設置を計画しています。 

 

（山上委員） 

最後なので、ほぼ皆さん方がおっしゃったことと若干重なるかもしれませんが、感想も

含めて申し上げたいと思います。 

まず冒頭、小口委員からも関委員からもお話がありましたが、資料が、残念ながら非常

に分かりにくい。初めての委員の方もいらっしゃるのですが、宮坂委員、どこを見たらい

いか分からないということもありますし、大変、少しきつい言い方をすると整理し切れて

いない資料だったのかなと思いますし、それに基づいて各病院で御報告いただいたことも、

非常に分かりにくかったというのが率直な印象です。 

改めて、どんな形がいいかどうか分かりませんが、去年の委員会のことを思い出しなが

ら言いますと、去年のほうがこういう気持ちにはならなかったような気がして、非常に感
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覚的な言い方で申し訳ございませんが、例えば前年度どうだったのかとか、計画とどうだ

ったのかというのがひと目で見える資料も実は出されていないので、そういうことも含め

て、少し改善していただけたらと思います。 

いろいろ感じたことがあって、ちょっとばらばらというふうに申し上げてしまうかもし

れませんが、ちょっとお許しをいただきたいと思いますが。 

一つは、債務超過の状態というのをどのように受けとめたらいいのか。評価委員として、

債務超過の状態、金額的にはまだわずかですが、今後さらにそれが膨らんでいく可能性と

いうのは非常に高いような気がしています。 

債務超過の状態を評価委員としてどのように評価すべきなのかというところが一番難し

いかなと、逆にいうと、どのように受けとめたらいいのか。昨年、債務超過になったらど

うなりますかというような御質問はさせていただいたのですが、それをお伺いしている限

り、そんなに深刻に思うことはないのかもしれませんが、第三者が見たときにやはり債務

超過の状態、民間企業でいうと、もうアウトに近いねというのが受け止め方としてやって

いかなければならないことなので、その辺のところがひとつ、一番気になったところです。 

あとは、人件費比率がありますし、それがかなり大きな部分を占めるということになる

と思いますが、ザクッと言うと、規模が大きくなると人件費比率は多分下がる。規模が小

さくなると、人件費比率は上がるという関係があると思います。その辺で、それぞれの病

院がどの程度の規模でやっているかによって、人件費比率がどのぐらいが妥当なのかとい

うことは違うと思うのです。その辺のものさしを、ひとつ持ったほうがいいのかなと思い

ました。 

それと、人件費はコストであると多くが言うし、私も自分の会社でそう思った時期があ

りましたが、人件費は、私は最終的にはコストではないと思います。人件費は必要経費だ

と思います。逆にいうと、必要経費という前提を持って人の採用や配置を考えるというの

が原理原則なのかなと思います。 

確かに人件費って固定費ですので、なかなか削減するというのは、結局、辞めさせるし

か方法がないのです。あとは時間外をなるべく少なくするとか、いろいろなことはあるか

もしれませんが、それは抜本的な改革にはならないので、逆に私は必要な人材をどのくら

い、どの部署にどのように配置すればいいのかと考えていただいて、それに基づいて、人

件費は考えていただいたほうがいいのかなと。 

これから先、人件費は必ず上がります。もう既に民間の労働市場というと、特に初任給

も含めてもう上がっていくことは前提として持たなければいけない。そうすると、上がっ

ていく人件費をどのように吸収していくのかと考えると、みんなに質のいい働き方をして

もらわなければ、多分だめですね。 

頭数がいればいいというものでももちろんないですし、一人一人、人材をしっかり育成

して、いろいろな面でスキルアップを図って、今まで例えば0.8しか働けなかった人材は何

とか頑張ってもらって１にいって、その次に1.2に行くとか、そのように考えていただかな

いと、なかなか難しいのかなと思います。 

もちろん皆さん方、そのことは十分御承知かと思いますが、一人一人に目を落とすと、

意識の面でもし、スキルの面でもそうですが、相当開きがあると思います。私は、そうし

た、今いらっしゃる職員の方をどのようにスキルアップしていくのかというのはとても大

きなテーマに、この機構がなるのかなと思いました。 

それと、あと経営改善プログラムについても、具体的な細かな成果について、御報告は

いただけなかったのですが、全体的な成果としての数字が御報告をいただきました。資料

を見せていただくと、これも非常に見づらいなと思ったのは、大きなもの、それから中ぐ

らいのもの、小さなものが結構アトランダムに記載されているのですね。それぞれのその

施策で、結果としてこのぐらい成果が上がりましたというのがありますが、それは成果が
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大きかったもの、中ぐらいのもの、小さいものという形で分けていただくと、非常に分か

りやすいと思います。 

それと、今後も含めてなんですが、経営改善プログラムの中身として、足もとですぐで

きることもきっとおありになるでしょうし、少し時間がかかるものもあると思います。問

題は時間がかかるものについて、取り組むか取り組まないかということだと思うのですね。

多少、時間がかかっても先々の成果がある程度見込まれるものは、現状である程度、経費

がかかっても私は取り組んでいただいたがほうが２年後、３年後は成果が大きくなると思

っています。 

そういった何か分け方をしていただいて、今、こういう経営改善プログラムもせっかく

取り組んでいらっしゃるものですから、もうちょっと先を見て成果が上がるような、そん

なお取組をしていただけたらいいなと感じました。 

すみません、バラバラになってしまって申し訳ないのですが、あと、これは本部にお伺

いしたいことですが。人事制度についての取組、もう何年か前からされていらっしゃって

なかなか具体化されないとお聞きをしていますし、今回もそのような御報告もちょうだい

したのですが、ネックになっているのはどんな部分なのか、お聞かせいただければと思い

ます。 

 

（久保理事長） 

最初に評価の話がありましたけれども、今回、初めてＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄという評価で

やれということですので、各病院につけていただいたＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの評価をもう一

度こちらで見直したとか、そういうことが中心に評価しました。今年度は昨年度との比較

ができませんが、来年度からはこのＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの評価で比較はできるのかなと思

っています。 

それから債務超過ですけれども、私自身もこれはぜひ今年度はなくしたいと思っており

ます。先ほどの経営改善プログラムについて、すぐできるもの、あるいは中長期的にやっ

て、もっと効果が上がるものというふうにはっきりと分けてやるべきであるという御意見

は全くそのとおりですので、もう一度、考えてみたいと思います。現在、各病院でできる

ことは直ぐにやってもらっていますので、その効果が上がっていると認識しております。 

それから、人件費は必要経費なので必要なところへ使えという、非常に温かいお言葉と

いうふうに言っていいのかなと思います。これからどうしても病院の規模は縮小せざるを

得ない状況ですので、どこに必要な人を配置するかということではかなり慎重に、将来の

その何といいますか、医療状況を見ながら考えていきたいと思っております。 

もう１点、人事制度に関しては、最初こちらへ来たときに、法人化した病院の状況を見

ていますと、昔の公務員の制度とそれから新しい病院の人事制度と、同時に動いている病

院もあることはあるのですね。本当は法人化するときにそういう形にしたほうがよかった

のだろうと思うのですけれども、それは法人化するときの事情で、こういうふうにせざる

を得なかったのだろうと思います。 

業績評価にドクターとか看護師だとか、そういう方々はそういう評価にしたいなと思っ

ております。現在の体制をひっくり返すのは非常に難しいですけれども、できるところか

ら、病院の実情にあったような形で変えていきたいと思っております。何かありますか。 

 

（北原副理事長） 

独立法人化して人事の問題で一番困ったのは、背中を見せられる職員が圧倒的に少ない。

その新しく入った人を教えられる職員は、当初あまりいなかったのですね。県職員は、今

までのやり方を踏襲したいだろうし、新しい人はやっぱりそれでは不満だろうし、だけど、

何とか８年ぐらいたってみて、核になる人は育ちつつあるので、ここからはいいかなと思
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っています。 

今年の４月に人事制度を改革して人事課という組織も作り、経営管理課もでき、各病院

には経営企画室という職制もできて、病院が今まで、割とそれぞれアトランダムに事務局

組織をつくっていたのですけれども、口出しができる形でようやく経営企画課長会議とい

うものを召集しても話が通じるようになったなという、そこら辺までようやく来たなとい

う感じです。だから人事制度をいろいろ動かすときには、やっぱり激変はちょっと無理な

ので、少しずつ変えているというのが実態で、これにはある程度の時間は必要かなという

ふうには思っています。 

それと、コメディカルも含めてですけれども、薬剤師一つとってみても、かつては薬剤

師が県の保健所に行ったり、病院行ったりという、そういう職員ですね。今でも薬剤師、

かなりの部分そうですけれども、法人化になったときに採用した職員もいるので固定の人

も出てきているのですが。やっぱり厚みがないというか、職員の。本来どこの病院でも病

院を30年やっていれば30年の厚みのある薬局ができているわけだけれども、30年分の厚み

はまだないです、はっきり言って県立病院は。そこを工夫しながら、薬事管理課にお願い

してそれなりの人を出してもらうとか、そういうことをしながら今までやってきているの

で、かなり工夫しないと普通の病院と同じにならないというところが、人事制度上の問題

かなというのが一番問題だと最近、思っています。 

それについては、独立法人化して少しずつプロパーの職員を増やして、やっぱり自前で

育てた人でないと病院の問題も分からないだろうし、というような気がしているので、い

ろいろな職種はありますけれども、看護師については法人化したときに全員、独法の職員

になったのでいいのですが。そういう中で看護師はラダー制度を入れて、いち早く昇格基

準をつくって、病院にふさわしい組織にするように汗をかいてもらっています。 

だから、そういう意味で、そういうのを模範にしながら少しずつ入れていくしかないな

ということで、山上先生には不満かもしれないのですけれども、時間がかかるなというの

が実感です。ただ、レベルは県立病院、要するに、県直営時代に比べて経営分析能力は雲

泥の差があります。今の方が圧倒的に上です。どこに問題があるかも直ちに分かります。

問題を解消する手段をとれるかどうか、そこのところは少し時間がかかる。だから中長期

的な問題は、先ほど事務局長から言った中長期ビジョンの中にきちんと反映させて、県と

話し合いをしながら３期に持っていくというようなやり方をとりたいと思っています。経

営改善プログラムは、基本的にはこの１、２年をどう乗り切るかという話が中心になって

いますので、それはそれで、着々と進めていきたいかなと。 

それから債務超過についての話ですが、債務超過については確かに問題意識がないとい

うわけではないのですけれども、自治体病院が独立行政法人化するときにどういう、その

資本金を抱えるかということについては、いろいろ議論があるのですけれども。 

都会の病院の場合、土地は非常に評価が高いので、法人化するときの評価基準が固定資

産は非常に大きいです。で、債務が少ないので、形としてはものすごく資本金を持った形

になっていますけれども、売れない土地をいっぱい持っているというだけの話で、長野県

の場合は、阿南病院は借地がほとんどですし、駒ヶ根とか、木曽は結構高い金を出して買

ったと思いますけれども、須坂も若干高いけれども、こども病院は売れないような土地を、

ほとんど農地ですから評価額が非常に安い。評価額が安いので、債権債務の調整をやった

ら、残りが３億円ぐらいしかなかったというのが実態です。 

これについては、実体資産は維持したいのですけれども、稼動的な問題もあるし、第２

期の計画の中で精力的に稼いで、資本剰余金を増やして資本金に転化させようという戦略

をとろうと思ったのは第２期計画の元々の発想だったと思います。かなり高い水準の資金

収支を考えやってきたのですけれども、先ほど言ったように、いろいろな制度改正があっ

て、当初の目的は今のところかなり実現不可能だと思っていますけれども、だから、そう
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いうところも含めて、県とはきちんと交渉しないとだめだろうなと思っています。 

これはもう、病院側がどう稼げるかという話をきちんと詰めて、それで能力以上に課せ

られてもこれはできない話で、現実的な数字で積み上げをやらないとだめ、その中で、利

益を出して資本金を増やして行くという中で、債務超過にならない強固な経営基盤をつく

るというのが最終的には大事だなと思っています。 

 

（山上委員） 

ありがとうございました。人事制度のことで１個だけ申し上げたいのは、私、制度化を

新たにするときに、100を目指しても無理だと思うのですね。８割ぐらいでまず導入をする

というところを目標にしていただいたほうがいいかなと。 

なぜそれを申し上げるかというと、100でも80でも２～３年、あるいは４～５年するとま

た改定していかなければいけないということに恐らくなるのですね。それはいろいろな意

味で状況変化もあるようなことがあって、１回つくれば、それでずっと行くという性格の

ものではないだけに、７割とか８割ぐらいで組合員に御納得いただいて、それで導入して

いくというプロセスをお決めになったほうがいいのかなと思います。 

それと、すみません長くなって、あと１点だけ。いろいろな業務改革をそれぞれの現場

で取組されている中で、職員の方に過度に負担がかかるということがあるのかどうか。例

えば結構、残業時間が増えてしまったとか、もちろん木曽はもう24時間体制でやっていら

っしゃるので、いろいろなことがおありになるのは承知していますが。医師、看護師、そ

れから事務系の皆さんを含めて過度な負担がかかってらっしゃらないかどうか、その辺の

実態をお聞かせいただけますか。 

 

（寺田院長） 

働き方改革の問題につながっていると思います。当院の場合、医師以外の職種では36協

定を超えるような方は、一時的にはおりますが、それが長期間となり問題になることはな

いなと考えております。 

医師に関しては非常に問題になります。今年の２月に医師の労働時間短縮に向けた緊急

的な取組を行うよう厚生労働省から通知が出ました。全部で６項目ぐらいの規定がありま

した。それに対して、当院の取組として３月下旬から始めたことは、日当直の連続当直は

行わないよう配慮をする、当直した翌日はできるだけ午後休日をとってもらう、といった

ことをすすめています。また外科系で行なっている複数主治医制のような形態を内科でも

とっていただく、特に複数医師が存在している診療科においてはその運用を促していると

ころです。 

全ての通知項目がすぐにできるわけではありませんし、個々の医師で取り組めることも

違ってきますが、少しでも労働時間短縮に向けて動きが取れればと思っています。 

また当院は１名の医師、循環器内科の医師ですが、短時間正規雇用職員として勤務して

います。このような雇用形態も考慮してやっていかなければいけないのかなと思っていま

す。 

医師の労働時間短縮に向けたタスクシェアとかタスクシフトが言われていますが、看護

部門でも労働時間短縮に向けたタスクシェア、タスクシフトが論じられています。介護福

祉士やヘルパーの方が病棟に配属されていますが、それらの方とのタスクのリンク、また、

薬剤師や検査技師、リハビリスタッフなどとタスク共有をできるところは共有して、少し

でも仕事量が均一化するような形になっていけばありがたいと思っています。 

 

（埴原院長） 

こころの医療センターでは、一部、その補助員の導入によってコメディカルの部分は軽



 - 40 - 

減できているかと思います。 

医師の数は増えていないのですけれども、定着してくださったのと、専門医や指定医を

とってくれる方が増えたということにおいて、非常に分業がうまくいくようになっていま

すので、その部分においても、特に著しい負担にはなっていないと考えております。以上

です。 

 

（田中院長） 

阿南も働き方のこと、医師に限らずいろいろ言われていますけれども、一番小規模な病

院で常勤医は９人です。実際に当直業務ができる医師は６人、これではできないので非常

勤の医師の力も借りていますけれども、６人の常勤医で24時間365日診療しているというこ

とで、時間外手当も、医師の場合に関しては多いということになります。逆に看護師は病

院の中で一番数が多いですよね。看護師を怒らせると医師が大変やばい状況になるという、

これが一般の病院の性格だと思います。 

ただ、多いとはいってもやっぱり数が少ないです。医師の場合は夜勤といっても患者が

来るわけですけれども、看護師は確実に夜勤もいつもの昼間と同じ仕事というような体質

なのです。いろいろな委員会はあるのですが、休みの日に委員会に出てくる、そういう頻

度も多く、委員会はたくさんあって看護師の数は少ないように感じます。看護師のそうい

う面での負担というのは多いと感じております。 

 

（井上院長） 

木曽病院でございます。木曽病院に関しましては、先ほども言及がありましたように、

24時間365日でやっておりまして、少なくとも５年、10年ぐらい前にはすごく忙しかったで

すね。特に一人医長だった頃には、頻繁に呼ばれましたけれども。ただ幸か不幸か患者の

数が減ってきているということがございまして、当直で呼ばれる回数も減ってきており、

患者数の減は、ある程度ドクターに関しては負担軽減になっていることは否めないなと思

います。 

ただ、拘束体制もありますので、今のまま、急性期で今の人員で24時間365日続けられる

かどうかというのは、やっぱりかなり微妙な点があると思います。 

特に、うちぐらいの病院になりますと、各医師の専門性がはっきりしていますので、自

分の専門以外は診られないということがかなりあるのです。ですから、例えば消化器の先

生が神経内科、脳外科を診られないと思いますし、外科の先生が内科を診るわけにいかな

いということがありますから、各専門の先生が一人の場合は、どうしても24時間365日の対

応がありますので、そういう点ではやっぱり県がすべきことはあるのではないかと思いま

す。 

ただ、ドクタークラークが採用され、それから、今、何度も申し上げましたけれども、

やっぱり救急車の数や重症者が減ってきているとかそういうことにより、実質上の負担は

かなり減ってきているのではないかという印象は確かにございます。 

 

（中村院長） 

こども病院です。こども病院のドクターは全国から集まってきて非常にモチベーション

が高いのですけれども、診ている患者は非常に重症で、それから先週もありましたけれど

も、看取りの医療というようなことをやられているところですので、ドクターだけじゃな

くて看護師、それからコメディカルの方たちで、今、一番やっぱり僕が心配しているのは

心を病んでおられる方がやっぱりおられて、そういう方たちの心のケアをしないと大変な

ことになるなと思っています。 

それで、なかなかそれが目につく場合と目につかないところがあるものですから、でき



 - 41 - 

るだけ、その上司に当たる方たちのドクターの方のメンタルヘルスをしっかり診ていただ

いて、必要があれば産業医の先生や精神科の先生に相談するというようなことを早めにす

るようなことに気をつけてと、最近は考えています 

そんなところで、経営ももちろん大切ですけれども、その働く方たちのやる気と、それ

から心のケアをしっかりしていかないといけないかなと思っています。 

 

（山上委員） 

ありがとうございました。働き方改革でいうと、今のような長時間労働の問題もありま

すが、もう一つですね、正規・非正規の問題があるのですね。正規・非正規で一番課題と

して挙げられるのは同一労働、同一賃金ですね。多分、そこのところも今後御対応をして

いただかなければならないと思いますので、ぜひ御認識いただけたらなと思います。 

 

（小口委員） 

すみません。先ほどは総論的なことに終わってしまったので、各病院に質問させていた

だきます。 

まず信州医療センターですが、昨年度の黒字から一挙に１億円余の赤字に転じました。 

先ほどのお話ですと赤字の要因は医師不足であるとお聞きしましたが、それでよろしい

ですか。 

それから、上半期、経営状況がかなり悪かったので、機構全体で経営改善プログラムを

作って取組、随分改善したが、結果的には黒字には届かなかった。ということでしたが、

今年度に入って、その成果が続いているのかお聞かせ下さい。６月までの状況がいかがか

を含めてお願いします。 

 

（寺田院長） 

経営状況にしては、今年の４月、５月はプラスの経常収支です。６月は最終的なものは

出ていませんが、病床稼働が悪くマイナスになると思っています。 

去年も４月からずっとマイナスとなり、特に７月、８月、９月にかけて非常に累積損益

の赤字が増え、10月の時点では１億5,000万円の赤字となりました。 

夏場にかけての稼動を少しでも高く維持しないと累積損益の黒字化が難しくなりますの

で、運営会議や全体朝礼において、職員に収支改善のためのお願いをしています。 

計算してみますと、一つの病棟に1日1.5人ぐらい多く入院患者がいてくれると、年間の

１億2,000万円の赤字は解消できることになります。秋口から冬季にかけては病床稼働がほ

ぼ100％となり、それ以上の増収は頭打ちになりますので、季節変動をいかにコントロール

できるのかというのも大きな課題です。 

29年度の１億100万円の赤字というのは、重く受けとめてはいるところです。夏場にもう

少し高稼働であれば、平成27年度に得られたような9,000万円ぐらいの黒字化が図られると

思っています。また材料費について、ベンチマークを見ますと外科系の器材等で、他施設

に比べると高く購入しているものも幾つかあるということが分かってきたものですから、

そういう点への対応も事務局中心に動いてもらっています。 

 

（小口委員） 

一般的に、人件費に対する医業収益の割合は、急性期より慢性期の方が高くなりますし、

介護病床などになるとさらに高くなる。一方、材料費割合は急性期の病院ほど高くなり、

諏訪赤十字病院クラスでは30％以下に抑えるのが目安になる。貴院の場合、急性期病院か

ら慢性期型の病院に移行しつつある。そのため、どの位の所を目標にするかが難しい。院

長はどのようにお考えになりますか。 
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（信州医療センター） 

63から４か、そのぐらいの間です。 

 

（小口委員） 

それが本当にいいのか悪いのかというのは非常に難しいところですよね。 

多分、前から言っているしやっていると思うのですけれども、自治体病院の中で、同じ

ようなところのものをベンチマークにしながらどうかというのでやっていく必要があるの

ではないかなとちょっと思っていますが。ぜひ頑張って。 

 

（寺田院長） 

確かに経営という点では人件費は大きな要素です。しかし、人件費比率が低いから必ず

しもいいとも言えません。収入に対する材料比率が高くなれば、相対的に人件比率が少し

低めに出ることもあります。当院の場合、どのくらいの人件費比率が適正なのか、何とも

言えませんが、人件費比率が60％近くになってきて、60％を少しでも割れば、かなり経営

収支状態も良くなると思っています。 

 

（小口委員） 

分かりました。先生の所は、消化器関係は内科外科ともしっかりしていますし、循環器

も心カテなども積極的にやっておられると思う。そういう意味では、高度医療を行えば行

う程、材料費は高くなりますよね。信州医療センターは県立の中核病院ですし、名称も変

えたわけですので、個人的にはもう少し急性期医療を頑張ってもらいたいと思っています。 

 次に、こころの医療センターお願いします。今までは病床利用率を上げるということが

大きな課題でしたが、見事80%に手に届くところまできました。これは評価できると思いま

す。しかし、以前から問題視している人件費比率に関しては、改善はしましたが相変わら

ず100%を超えている。このことは、病院という経営体としては、体をなしていないことに

なる。新しく院長になられて、その辺の所をどのようにお考えかお聞かせ下さい。 

 

（埴原院長） 

人件費比率100％を超える御指摘をいただきました。ただ当院の看護師職員は定着してい

て、退職者が非常に少なく、今、年齢層が二極化している状況で、あと５年ぐらいで人件

費のピークを迎えて、その後は下がるという見込みは持っております。 

当院でやっている精神科医療の中で、精神科スーパー救急は長野県で４しかありません。

やっている精神科医療の質を、民間の精神科医療の入院料と同じレベルで量っていただく

というのはなかなか難しいところがあると思っています。実際、治療をしておりますと。

それに見合う医療費がついてこないというのが多分、現状です。精神科医療においてはそ

の単価の低さという問題が現状にあると思います。 

ただ、流れの中では当院でやっているような修正型電気けいれん療法やクロザピン治療

に関しては今度、診療報酬の加算がつくような流れもあります。特に、当院は今の状態で

ある程度病床をとダウンサイジングしていますので、その中で効率よく、県内の中の医療

をやっていきながら地域の医療もやっていくということが課題であります。ただし、それ

が人件費的にどうかといわれた場合にはなかなか難しいところがあります。少なくとも職

員の年齢比率からいうと、もう少しのところでピークを迎えるような予定がありますので、

少しは改善の方向に行くのではないかなと思います。 

材料費とか、うちはもともとほとんどかからないところです。以上になります。 
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（小口委員） 

今、精神科医療領域が非常に大事な時代になってきている。高齢者が増え、精神疾患を

背景に持つ患者さんが大変増えて、医療現場でも大変困るようになっている。 

そのため、緩和医療やがん患者、救急患者などの領域で、精神科医師の需要が年々高ま

っている。貴院は、単科精神病院ですが、精神科医師を養成する責務も負っている。今、

必要とされる精神科医師は、他の疾患も診られる人が圧倒的に多いように思います。 

そこら辺の所を先生はどのようにお考えですか。 

 

（埴原院長） 

もう既に、総合病院で精神科医のニーズが非常に高まっていますし、加算の問題もある

と思うのですけれども。近隣の総合病院では、精神科医のある程度、実力のある医師の派

遣の依頼はひっきりなしです。現時点でも飯田市立病院、伊那中央病院等も含めて、非常

勤ですけれども、要請に応えて派遣をしています。 

ですから、考え方としては当院にある程度、精神科医をストックしながら地域に精神科

医を派遣できるような体制をつくっていくことが、地域の医療全体を高めることになるの

ではないかとは思っています。 

そのためには当院が精神科医の養成、研修医養成施設であるという、通常の医療をやる

ほかに、長野県の中の精神科医療をやっていく医師の養成施設であるという評価をいただ

ければと思います。採算的には他に医師を派遣するというのは非常に不採算な部分がある

のですけれども、そういうこともやっていけたらなと思っています。 

 

（小口委員） 

県内では、そのような精神科医師の需要が益々高くなると思いますのでよろしくお願い

いたします。 

 次に阿南病院お願いします。田中院長には、昨年も頑張って頂いて、素晴らしい成果を

上げられ凄いと思っています。昨年も、あまり頑張りすぎないようにと、院長がこけたら

病院もこけてしまうと余計の事を申し上げてしまいましたが、本当に敬服します。 

ところで、患者さんも増えて、委員会も増える中で、職員の忙しさは年々増しているこ

とと思います。場合によっては不満も出かねない。そこら辺の所、田中先生はどのように

対応されているのでしょうか。 

 

（田中院長） 

実際、直近にあった話ですけれども、ある急性期、ほかの急性期病院から異動のあった

った看護師なのですが、特別の事情でなく普通の看護師です。 

その方が急性期の患者のいる病院にいて、よくできます。ただ疲れたのですね。４月に

採用しまして、人格的にも確かですけれども、知識も技術もあるし、そのナースが男性で

すが、その方が言われているのですね、「地域の総合病院で、正直な話、地域医療をやりた

いと思ったのだけれども、こんなに大変だとは思わなかった。」と言うのを直接に聞きまし

た。 

今の委員会とか、その中で高齢者が入っていたものですから、都市部で看護師が看護基

準に基づく、それだけじゃなくて、いろいろな、例えば杖をついたおじいさんを外来ナー

スはバスまで手をつないで５分も10分もかけて送る。そういう目には見えない苦労という

のが診療報酬に算定されないし、ただ、このことはみんな職員たちに、できるだけそうい

うストレスは、「これも大事な仕事だ」と、とても小さな病院ですので、院長としての考え

をこの職員に話すというか、そういう機会が、実際今の例でもその看護師には、そういう

ものだけれども、それはそれでいろいろと話して理解していただいた。それで丸だとなる
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かもしれないし、そういうケースもあるのですが、そういう細かなところを院長としては、

ストレス、いい意味でストレスの意味も分かる病院と、こういうことを職員に話していく。 

 

（小口委員） 

県内では、立地条件というか環境、あるいは規模が阿南に似た病院が沢山あるように思

います。そういう意味では、そのような病院にずいぶん参考になるのではと思っています。

ぜひ、阿南病院方式を県内に広めてはいかがでしょう。 

 次に木曽病院ですが、今年の２月に講演に呼んでいただいて、その時の感想ですが、職

員の志気は看護師、事務職などかなり高いように思いました。皆さんが考える、経営分析、

課題やその解決方法などは、良く検討されているように思いました。 

問題は、それらを実践して、結果を出していくかだと思います。それには、絶対に医師

の参加協力が欠かせない。医師の経営参加が少ないのではと思いました。 

そこが一番の課題であろうと思いましたが、先生のお考えをお聞かせ下さい。 

 

（井上院長） 

おっしゃるとおりで、いろいろな委員会とかの医師の出席率が悪いことは確かでありま

す。で、医師は何をしているかというと患者を診ているのです、救急外来に呼ばれるとか

で。 

やっぱり医師の人数が少ないということがございますので、日常の診療にしょっちゅう

呼ばれてしまう、あるいは救急がございますので、そういった面で出席その他が悪いとい

うことは確かだと思います。 

それだけかというと、なかなかそうは言えない面もございまして、そういう面では各科

の先生に、経営にもっと参加してもらうように努力は続けていかなければいけないと思い

ますし、今年度の４月からは、新しく来た先生にはみんな院長面接し、現状を理解してい

ただくようお話をしまして、協力をいただけるように努力しています。 

ただ、特に昨年目立ったのですけれども、やっぱり派遣されてくる先生方にもいろいろ

な方がいらっしゃいまして、非常によろしい先生も多いのですけれども、ちょっと投書が

多い先生が重なる場合もございまして、そういった場合、患者数の減少にやっぱりつなが

るようなところもありまして、院長として、いろいろと先生を呼んで改善してもらうよう

にお願いしたことはあるのですけれども、なかなかそこら辺の見極めも難しいという状況

もあります。今年度４月からドクターの陣容が変わったのですけれども、４月以降は、特

に新規の患者が、かなりたくさんきてくれたということがありますので、そういったこと

から考えると、接遇の面もあるのではないかという感じがします。そういった面でまた協

力していただけるように努力をしながら、あと、大学の医局にも行かなければいけないで

すね。いろいろとやっていきたいと考えているところでございます。 

ただ、固定的に来ていただける大学の方はいいのですけれども、県からの自治医科大学

卒業医師の派遣の場合は、そのときそのときの医師の専門によって担当する診療科が変わ

ってしまうということがありまして、そうすると、各診療科の医師を確保することがちょ

っと大変になります。 

循環器の医師がいなくなったことがあるのですけれども、常勤のドクターがいなくなり

ますと、その分、内科の医師も減るのですけれども、心臓カテーテルのスタッフだとか、

CCUのスタッフがそのまま残ってしまうということがございますので、そうすると、その人

たちの仕事がなくなってしまうのですけれども、人件費負担はそのまま残るということが

ございまして、もちろん、だからといって人員を削減するわけにいきませんから、いろい

ろな院内配慮をして、うまく職員が働いていけるように努力しているところです。小口先

生の御指摘のとおりでございます。 
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（小口委員） 

私の体験から言いますと、経営が良くなるかならないかは、医師が経営に参加協力する

かが極めて大きいと思っています。医師の参加割合による。 

県立ですと、運営委員会の出席、診療部長会議がある病院ではその出席率、そして、医

局会。その出席率を上げるのは、院長・副院長など病院幹部の責任であると思っています。 

木曽病院の場合、医師数が少なく、木曽地域全体の責任を負わされているという使命も

あって、医師は大変ですが、なんとか理解を得ながら、医師の経営参加を推進していって

ください。 

次に、こども病院ですが、中村先生は、やり手の原田院長の後ということで、ちょっと

大変だろうなと御同情申し上げます。でも、機構にスタッフとして残って下さったのでそ

の点は良かったですよね。先ほど、職員のメンタルな面を心配されていました。こども病

院というところは、他の一般病院と違ってそういう問題が起こりやすい病院であろうと、

県立のころ思っていました。 

そういう意味で、精神科医を常勤化されたことは、患者さんに対する診療面だけではな

く、職員のメンタル面での対応という点からも評価できると思っています。 

もう一つ、地域医療支援病院になって、収入面でどのようなメリットがあったか教えて

ください。 

 

（中村院長） 

ありがとうございます。こころの医療センター駒ヶ根の前の院長、樋掛先生に常勤で当

院に来ていただいて、一番のあれは周産期医療に、当院の総合周産期母子医療センターで、

今、国の指針で妊婦さん、それから褥婦さんのメンタルヘルスケアをやりなさいと。特に

褥婦さんで、今、産後２週間と産後１週間に精神的ケアをするという指針が出ていまして、

それの先頭を切ってやらなければならないので来ていただいたのですけれども。 

それ以外に、やっぱり緩和ケア、重症なお子さんのコースのお母さんの心のケア、それ

から発達障害を持ったお子さんの親御さんの心のケアというような、大きな３つの仕事を

今、これからやっていただこうと考えています。 

それで、今まで心理士がいたのですけれども、心理士は、精神科の先生がいなかったの

で診療報酬が付かなかったような点についても改善できるかなと思っています。 

それと、先ほど少し申し上げましたけれども、やっぱり職員の心の問題を起こす人がや

っぱり多くて、今までその方たちは個人的に個人の心療内科に行かれたりして、実際には

どんな診療をされたりどんな状態なのかということがよく分からなかったのですけれども、

今、樋掛先生に大分お世話になって、いろいろ助言をいただいて大変助かっています。そ

れが１点目。 

それから２点目は地域医療支援病院でありまして、その加算だけで月に200数十万円にな

っています。ですので、それの見返りというか、それに応じることをしなければいけない

と思っていまして、一つ始めました、先ほど事務部長がお話しましたけれども、こども病

院にある高度医療機械、リニアックとかＲＩを、成人の患者にも使っていただこうという

ことで取組を始めまして、あづみ病院や安曇野日赤、それから松本市立病院、それから松

本協立病院から患者を紹介していただけるようになりまして、これは収益的にも大変、期

待しています。 

それから、あと研修会も、今まで市民公開講座という形で市民向けには行っていたので

すけれども、今後、開業の先生向けの公開講座、研修会なんかもしっかり開きたいなと思

っています。 

それから、御存知のように、今、子供の疾病が非常に大きく変わって、昔は感染症がう
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んと多くて、ぜんそくとか腎炎の子供たちが入院していたりしていたのですけれども。今、

ほとんどそういう子供たちが入院しなくなっていますので、こども病院の周囲の総合病院

の小児科というのは、ほとんど入院患者が混合病棟に１日に１人か２人入院するというよ

うな状況になってきているので、むしろ、そういう病院には外来型の診療形態で、こども

病院と連携してもらって、たとえ軽症であっても入院の必要な方はこども病院に来ていた

だくというようなことを考えています。 

ただ、そういうことで、地域の病院と連携を組んでいくということと、小児の医療体制

のシーンも変わっていることに柔軟に対応していくというふうに考えています。 

 

（小口委員） 

地域の総合病院の小児科医療は、こども病院に非常に助けられています。引き続きぜひ

よろしくお願いいたします。 

看護専門学校ですが、今年も合格率100%ということで、素晴らしいことだと思います。 

ところで、評価の所でＡ評価になっていましたが、本来の設立の目的は、木曽病院を初

めとして、両伊那地方の看護師養成があり、県内就職をできる限り増やすことであったよ

うに思います。 

今年度の県内就職数が25名から15名に激減しています。そういう中で、Ａ評価はいかが

でしょうか。 

 

（清水副学校長） 

もともとの卒業生の数が１期生29名で、２期生が21名だったものですから、そこで８名

違うというところで、パーセンテージでいきますと、そのときそれほど変わらない数字で

推移はしているところです。 

 

（小口委員） 

分かりました。了解です。 

あと、全般的なことで気になったことですが、県の資料では、評価の際に比較する場合

に、年度計画に対していかがかと問われているように思いますが。どうもそこの所が各病

院に徹底されていないように思います。つまり、前年度に対してどうだったかということ

で、評価している病院が少なくないように思います。前年度と比較しても、必ずしも正確

ではないことも多いので、その点は本部で徹底して頂きたいと思います。 

 

（久保理事長） 

ちょっといいですか、今の御意見の追加といいますか、自分自身の考えもあるのですけ

れども。 

駒ヶ根に関しまして、先ほど小口先生から、精神科救急の話がありましたけれども。今、

全国の精神科救急をやっている病院が集まって、診療報酬を上げてもらおうという、そう

いう協議会がありますので、少なくともスーパー救急のところに来る患者の診療報酬は、

普通の救急に近いような形で点数をもらいたいという動きがあります。 

それからもう一つは、今、総合病院の救急だけじゃなくて、例えば緩和ケアだとかさま

ざまな領域で精神科のドクターが必要とされています。駒ヶ根では、大学病院で診られな

いそういう救急の患者も診ています。精神科のドクターの育成ということで、県にも財政

的な支援をお願いしたいなと思っております。 

それから山上委員のほうから、ドクターの働き方の改革がありましたけれども。今、一

番の問題になっていますのは、初期研修医とか後期研修医です。これからドクターになろ

うとする人たちですけれども。 
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今、大学病院では、初期研修医の勤務時間を８時半から５時15分までという指令が来て

いるようです。これを県内の幾つかの研修病院の院長が、研修医に直接質問したら、いや、

それは困りますと、勉強できませんとはっきりと言っておりまして、厚生労働省が考えて

いる医師の働き方と実際の現場とは相当ギャップがあります。 

特にいい医者をつくるためには、時間的な修練も必要ですので、自己研鑽といいますか、

いい医師をつくるためにどうやって教育するかというのをもう少し、労働者という観点で

はなくて、どうやっていい医師をつくるかという観点からも、働き方を考えてほしいなと

いうのが個人的な意見でございます。 

 

（小宮山委員長） 

ありがとうございます。では私から。 

各病院におかれては、本当に努力をされていることがよく分かりました。委員の皆様か

らも御意見として出たのですが、これまで、良質な医療が提供されているかとか、あるい

は経営面ではどうかというようなことに関して、結構厳しいことも申し上げてきました。

そういったひずみが出ていないかというような御懸念が何人から出ておりました。 

常に、私ども集まったときに例えばこういうことを申し上げて、その病院のスタッフの、

院長先生は多分、大丈夫だろうと、ただ、病院のスタッフの皆さんのモチベーションが下

がらないか、こんなに努力しているのにまだ言うのかという、そういうようなムードが沸

いてこないかというような懸念。 

それから、結構いろいろな委員会みたいなものが非常に増えている。そういうところに

結構、時間がとらわれる。これは私、個人的な思いかもしれませんが、特に医者の場合は、

もう一番大事なことは患者さんのそばにいなさいと。ところが、最近は、これは医学教育

の問題かもしれませんが、外来に行っても顔を見てくれない。コンピュータを見ているだ

けだと、ほとんど話すような時間を持ってくれないということが、もし現在の取組による

忙しさが若干でも関係しているのだったら、これは良質な医療から遠ざかっていってしま

うのではないか、そんなことを、取り越し苦労かもしれませんが、個人的には考えていま

す。 

それで、今度、この評価委員会というのが、以前はダイレクトに各病院さんや機構本部

に申し上げたのですが、今度は県が評価されること、評価に対して意見を申し上げるとい

うことになるのですよね。そうすると、やっぱりこうやって御意見をお伺いして、私ども

の思いを申し上げることと同時に、ある意味では、私は皆さんを代弁する委員会でもある

ような気がするのです。 

そういう意味では、時間も少なくなってきていますが、こういう文面にはあらわれない

要するに切実な思いとか、今、こんなことを一番懸念されているとか、何かそんなものが

ありましたら、簡単に教えていただきたいなと思うのですが、いかがでしょうか。どなた

からでも、端からいきますか、また、向こうからいきますか。 

 

（寺田院長） 

当院の長期的な懸念でいうと、平成32年度の診療報酬改定がどのようなものになるかと

いう点です。改定の影響を一番受けるのはうちの病院とか思っていまして、できるだけ改

定に向けての情報を入手し、どういうふうに舵を切っていけばいいのか、早めに見越しな

がら運営していかなければなりません。 

あと、先ほど浜田先生から、患者の抱え込みの問題のお話がありました。私たちの須高

地区でも介護系から展開した複合施設で大きなところがあって、診療所が併設されている

ところもあります。また入院病床をバックに持っている施設もあります。そういうところ

で患者を抱え込まれると非常に厳しいものがあると思います。 
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木曽の場合は介護医療院も考えているようですが、地域包括ケア病棟と連動すれば非常

にいい運用の仕方ができるのかなと思っています。当院の場合、長期的には、そういった

ところをどうしていくのか、ここ１、２年でどうこうはないですけれども、本当に長期的

にはどうするかを考えていかなければいけないことだと思うのです。小口先生からお話を

いただいたように、もう少し高度な専門的なことにも力を入れてというお話がありました。

診療部門の中で特化すべきところは特化していますので、それはそれで進めていく必要が

あると思っています。 

 

（埴原院長） 

当院は、今の体制になるときに、病床数を小さくしている部分は、人件費比率は上がっ

ていますけれども、動かし方としては有利かと思っています。精神科クリニックの開業が

非常に増えていまして、当院では入院医療と外来医療、両方とも柱でやっていますけれど

も、それを地域とどう分担していくかということ、従来、統合失調症を中心だった精神科

の対象患者の高齢化も起こっていまして、発達障害とか、あと高齢者の精神障害というよ

うに、対象患者がこの後、変化していくだろうということです。このあたりにどんな入院

医療が提供できるかということが出てくる、今後10年ぐらいで変わっていくのだろうなと

いうことは予見されます。 

あと、地域の連携において精神科の患者のアルコール依存症とか、小児の入院医療とい

うのは全県を対象にしていますし、救急は南信地区から中信地区までをある程度やってい

ます。僕は認知症を専門としているのですけれども、認知症というのは本当に患者の移動

が少ないので、やっぱり自分達がどの精神科医療を提供していくのかということに関して

常に敏感でいないと、流れに遅れてしまうのかなと思っています。以上です。 

 

（森腰部長） 

追加で懸念の材料のことですが。実は当院、職員満足度が低下をしています。これは当

院が平成25年ぐらいのときは病床利用率が70％ぐらい、それで年々上がってきて、稼働率

が80％となったのですけれども、非常に忙しくなっています。 

そういう中で、実際に満足度調査をしますと非常に悪い結果が出てきます。やっぱり職

員のその使命感というのがベースにあって、効率的な病院運営をしなければいけないので

すけれども、この一体感の醸成をどうやって行うかというところが、その結果を受けての

課題になっています。 

調査からは、幹部職員から一般職員への情報の提供について、看護職員に思った以上に

伝わっていない、浸透していない、そういったところが見られます。そういう意味では、

まず情報の共有化を進めるというのが今年度の課題と思ってそういった取組をしています。

いろいろな取組をしていって、そこがどう改善をしていくかというところです。これが見

えないところがあるのですが、当院としてやっぱり効率的な病院運営をしていく上で職員

の一体感、これは欠かせないので、この部分を病院長と一丸となって進めていかざるを得

ないという状況でございます。 

 

（田中院長） 

阿南病院です。一番の、病院の経営というよりも、むしろ地域のために何が役に立てる

かということで、今というか、もうずっと続いておりますけれども、やっぱり慢性的な医

師不足、県の御配慮とかで自治医大の卒業生、長野県の医者は実は全国的に見ても優秀な

先生とか学生で、卒業してからも優秀だと思うのですけれども、そういう県の御配慮で定

期的に応援していただいておりますけれども、それがなければ、当院の運営が成り立って

いけないのだろうなという状態です。 
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ただ、一番ほしい医師というのは、ある程度腰を落ち着けて、もうそろそろ一人前で全

てトレーニングを終えられた、独り立ちできる医師がもっと増えていってほしいと思いま

す。２年で変わっていかれると、患者にとっての機能力というか、そういう方がかかわっ

たあとの安心感につながるし、患者もそれを期待していると思います。病院に対しても。 

あとは、その年数の問題だけじゃなくて、基本的な科、外科は休診になっています。訴

えとしては、ちゃんとした常勤医がいないと、収益の問題、直近にもあったこと、あるこ

とですけれども。たまたまちょっとやっかいな病気で、内科では手に負えない、幸い眼科

の常勤医は今おりますので、そのとき眼科にコンサルトして、眼科で治療することになっ

たのです。患者、よく言われるのですよね、「病気があるのですよね。先生、ここでやって

くれるのだな。」と、やれる場合はいいのですけれども、やれなかったときの辛さ。それか

ら高度な医療はやろうと思っていません、基本的な最低限のその二次診療までの診療はカ

バーしていくのが病院の使命だし、患者もそれを期待していると思います。 

やっぱり、何としても長期で勤務できる常勤医と、あと、また別というか関連はしてい

るのですけれども、地域医療構想だとかそういう長野県、国の施策について長野県の地域

医療と公立病院の改革がありますが、先ほど小口先生も病床利用率という話をしていただ

きましたけれども、やっぱり医師あっての病院ですよね。だから医師不足のために患者数

が少ない。それで評価される、従わないという話ではないのですけれども、瞬間的なこの

時点での状態で、その病床を制限されるというのはどうかという気もあります。 

それと、やっぱりこの県の単位で阿南病院というところは飯伊地区、二次医療圏という

飯伊地区という中で、地域医療構想の会議の飯伊地区の会議に出ているのですけれども、

どうしても飯伊地区診療圏の中でも北部と南部とは大違いですよね。北部というのは、飯

田市より北になりますけれども、総合病院がたくさんあります。南側はたった阿南病院一

つだけで、全体の平均点でその中で決められてしまうと、南側がどうしても不利になるの

で、二次医療圏としてのいろいろな話があるのですが、そういう会議中でも、その辺も何

とかしていただきたいなと思います。 

 

（井上院長） 

木曽病院です。木曽病院は何度も申し上げますけれども、二次医療圏で本当に一つしか

ない病院でございまして、地域の皆さんが安心して暮らせるということが第一義的なこと

だと考えております。 

そういった中、私どもの病院と地域の首長さん、町長さん、村長さんといろいろなお話

をするのですけれども、そういう中ではいろいろと非常に高い評価をいただきまして、木

曽病院がこれからも頑張れということでもあると思うのですけれども、そういった期待を

裏切らないようにしていくというのが一番大事じゃないかと思っています。 

何度も言いましたけれども、阿南病院からもありましたが、確かに医者は少ないという

こともありまして非常に忙しいことは確かで、委員会その他もありますけれども、委員会

を終わって出てこなかった医者が何をしているのだろうかと思って、病棟へ行けば、病棟

で走り回っていたりして、患者を診ているということがありまして、そういった面もある

程度、考慮しながらやっていかなければいけないのではないかと思います。 

また、木曽病院・木曽地域の医療を守る会というのがございまして、１万人以上の方が

いらっしゃるのですが、そういった方々からいろいろと御批判もいただきますけれども、

基本的には今の治療、24時間365日を含めてしっかりとやってくださいということがありま

す。木曽地域は、開業医もだんだん高齢化してきていまして、平均年齢が70歳という、恐

らく５年もたてば開業医は２～３人しかいなくなっちゃうのではないかと、それから訪問

看護ステーションも南部の方は閉鎖しています。岐阜県中津川市の坂下病院も機能縮小す

る中、しっかりと、今の医療を何とか続けていくのが一番大事だと思います。ある意味、
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患者にやさしいというのが病院の理念でございますので、そういったものを続けていくこ

とが大事じゃないかということになります。 

そういった中、職員に楽しくというか、負担がかからないようにということでやってい

るところでございますので、あまり赤字、赤字と言われると職員も萎縮するということも

ございますので、もちろん経営は非常に大切ではございますけれども、そういったバラン

スの中でやっていかなければいけないと考えております。以上です。 

 

（中村院長） 

ありがとうございます。今、こども病院で僕が一番心配しているのは設備です。ことし

でこども病院、26年目を迎えまして、最初につくられたところがことし26年目になりまし

て、その後、増築したところでももう20年ということになってきまして、それで２カ月ぐ

らい前に、とても高度な機械のある部屋の上の空調の管が破裂して、水漏れを起こしてし

まったというようなこともありまして、その26年経っている、そういう空調の設備なんか

を、多分、全面的に改修したりしなければいけないのと、それから空調とか電気設備なん

かも、26年経っているので非常にコストが無駄にかかっているみたいなので、そういう設

備面を、改修工事を少しずつしていかなければいけないのかなと。それを経営の中でやっ

ていくのがちょっとこれは大変だなと、それらもいろいろ考えていますので、また県の方

にもいろいろ御助言をいただければいいかなと思っています。 

 

（清水副学校長） 

当方、２つの問題を抱えておりまして、１つは、先ほど申し上げましたけれども、学生

確保の問題です。御存知のように、2019年の春には、長野に二つの看護大学が開校いたし

ます。大学と当校の学生は恐らく偏差値、あるいはその経済力の面でもバッティングする

ことはないのですが、いずれにいたしましても、高校新卒が大体、長野県は18,000人ぐら

い出るのですが、その18,000人の中で、専門学校を含めて大学の進学率は半分といたしま

すと、その残りをいろいろな学校が取り合うような形になっています。 

当校の特徴といたしましては、県内の出身者がもう９割を占めておりますので、県内の

各学校を回りましても、去年と今年を比べてみましても反応が本当に薄くなっております。

特に２回、３回回らせていただいたところもあるのですが、１回目行ってオープンキャン

パスの大きいポスターを持っていきまして、これは貼っておきますねといわれて、２回目

に行ってみると、その貼るスペースのところに看護大の例のポスターが大きく貼られてい

ると、あっと、そんな感じですね。 

ですから、本当に専門学校、どこの学校もそうですけれども、いらした学生は、私ども

本当に大事にお育てする自信はございます。偏差値37、40のお子さんを試験に受かるまで

はやっぱり職員、どれだけ努力するかということを本当に分かっていただきたいと思いま

すし、ぜひ、そういったところをまた御支援をいただきたいなと思っております。 

２点目は、当校の職員の高齢化でございます。年々、すみません、退職を迎える職員が

おりまして、もちろん機構の皆様には本当に御支援をいただいているのですが、職員の教

育、それから研修、それからできるだけ若い職員を教員へという、ですから、そこら辺も

ぜひ県の御支援をいただきながら、教員研修はしてくださるという話は聞いておりますが、

ぜひそのことは必ずしていただいて、看護教育へ御支援いただきたいという、この２点は

お願いしたいところでございます。 

 

（鮎澤委員） 

先ほど指標のところで、検討してくださいという形があって、病床の利用率だとか給与

の医業収益比率とか、あと材料の医業収益比率とかというのがあったと思うのですけれど
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も。 

今、その県の医療政策の関係で、ほかの病院ではやらないような、民間病院ではやって

いないようなことを皆さんがやられているということかと思うのですけれども。そうする

と当然、それとして人数が増えていくとは思うのです。ですから、その辺も踏まえた形で

の率の設定をしないと、医業収益対給与費というと、当然、次期に増えたところでの率に

なってしまいますので、その辺、考慮をした上で指標を設定することが必要なのかなと皆

さんお分かりかと思うのですけれども、そこのところはもう一回、再確認していただいて、

機構全体としても検討していただきたいと思います。 

それと、評価のところのお話ですけれども、評価の実施要領、資料２のところになるの

ですけれども。 

１の目的・趣旨・方針の（４）のところ、解釈をどうすればいいのかというところで、

そこに書いてあるのは、予想しがたい外部要因の業務が実施できなかった場合や、外部要

因に対して機構が自主的な努力を行っていた場合というのがあるのですけれども、ここの

ところは、どう解釈すればよいのか。つまり、確かに今、財務的には２期連続でというこ

とでマイナスにはなってしまっているのですけれども、それに対していろいろ改善されて

きたというところで、今回、このことは、そういう改善をしたにもかかわらず、結果的に

は赤字だったのだけれども、たまたま評価がＣとなってしまうと、自主的な努力をお話さ

れているのかなというところがありまして、この辺、どう考えたらいいのかということを

ちょっと。 

 

（事務局） 

ただいまの鮎澤委員からの御質問ですけれども、想定しがたいものの外部要因等につい

て、さまざまなことが想定されるとは思うのですけれども、今回の評価に当たって、それ

が該当するかどうかということも含めて、次回の評価委員会のときに、こちらで評価の案

をお示ししますので、そこでまた御議論をいただきたいと思っています。 

 

（久保理事長） 

これは、具体的にはどういうことを考えているのか、想定しがたい外部要因というのは。 

 

（事務局） 

例えば、来年の10月に消費税が２％上がるのですけれども、それが国の財政措置がされ

るかどうかということも大きな問題ですし、そういったことが、財政措置されなければ当

然、経営が圧迫する原因に一つになるわけですので、そういうことが一つの要因になると

い思っています。 

 

（山上委員） 

資料に30年度の計画の資料が入っていますけれども、これはどう理解したらよろしいで

しょうか。 

 

（事務局） 

これは参考までにお付けしたものでございまして、今回のこの評価に当たって直接の参

考ではございませんけれども、来年度の評価に向けて、参考にしていただければと思いま

す。 

 

（小宮山委員長） 

それでは予定の時間でございますので、ありがとうございました。 
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本日のこの意見交換、これは踏まえて県で評価結果の素案を作成されます。 

第２回の評価委員会では、その県で作成された評価結果の素案について、委員の皆様か

ら御意見をお伺いするということになりますが、よろしくお願いいたします。 

 

（小宮山委員長） 

そのほかでは何かございますか。そのほかはよろしいでしょうか。 

そうしましたら、本日、委員の皆様からの貴重な御意見、ありがとうございました。 

それから病院機構の皆様方、本日はまことにありがとうございました。 

それでは以上をもちまして、本日の議事は全て終了いたしましたので、進行を事務局に

お返しいたします。よろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

長い間、ありがとうございました。先ほど各委員からいただきました御意見等の中で、

若干、こちらでお答えすべきものもございましたので、お答えいたします。 

まず小口委員からございました資料のつくりについて、それから山上委員からも資料が

分かりにくいので、整理したほうがいいのではないかという御質問です。 

今回、資料の様式につきましては、知事が評価者になるということで、５段階の評点に

重点を置いた様式例ということで機構にお示しをして、それに沿ってつくっていただいた

ものであります。確かに、分かりづらい部分がございましたので、次回に向けて、またそ

このところは検討をして修正をしていきたいと思っております。 

それから小口委員からございました、こういった一堂に会してやるよりも個別にやった

ほうがよろしいのではないかという御意見に関して、それから久保理事長からも個別でや

ってもらったほうがいいのではないかというようなことがございまして、こちらもまた、

来年になるかと思いますけれども、検討していきたいと思います。 

それから、小口委員からございました新規患者数、それと平均在院日数、それから浜田

委員からございました、中長期的な期限が分かればいいかというようなところ、資料に関

しましては、機構へ資料要求をしまして、また次回の評価委員会に間に合うように資料を

お届けする予定でおりますので、お願いいたします。 

 

（滝沢健康福祉政策課長） 

それでは、委員の皆様方、本当に長時間にわたりまして、熱心なご議論をありがとうご

ざいました。また機構の皆様、本日は御出席をいただきまして、ありがとうございました。 

次回の第２回の評価委員会ですけれども、８月９日木曜日、午後１時半から開催という

ことで予定をしております。今日と同じこの会議室で開催をいたしますので、よろしくお

願いいたします。 

それでは以上をもちまして、第１回の評価委員会を終了させていただきます。本日はあ

りがとうございました。 


